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ている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付
、

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



’

|会内資料’会内資料
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
１
１
，
ｒ
■
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
１
０
■
０
１
１
１
１
１

取調べ対応･弁護実践マニュアル
｜
’

～被疑者 被告人の権利を守るために～●

第4版

１
１
１

’

～

本書は， 外部への公表を予定して作成したものではありま※

せん。会員以外の者に対する閲覧交付，配布及び転送は

しないでください。

また，本書は，司法修習生に配布し，司法修習において

使用する場合もありますが，司法修習生以外の者に対する

閲覧交付，配布及び転送はしないでください。
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はじめに－本書の目的と活用方法

我が国の刑事司法は長らく 「調書裁判」と呼ばれ， 「作文」調書ともいわれる供述調書に

過度に依存した「事実認定」によって数々のえん罪が生み出されてきました。

当連合会は， このような刑事司法制度を抜本的に改革するため， 「取調べの可視化」 （取

調べの全過程の録画）を15年以上にわたって強く求めてきました。この間，取調べや供

述調書への過度の依存を改め，活発で充実した公判審理を実現するという観点から検討が

なされ， 2016年（平成28年）の通常国会において，取調べを可視化する法律がようや

く成立し， 2019年（令和元年） 6月1日に施行されるに至りました。

可視化の対象となる取調べは，身体拘束下の裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件

の被疑者取調べであり，出発としてはかなり限定的ですが，施行後3年を経過した場合に

は，取調べの録画の意義を踏まえて制度の在り方を検討し，必要な措置を講ずる旨の見直

し規定が設けられています。また， これらの取調べ以外の取調べにおいても積極的に録画

を行うことを求める附帯決議もなされており，今や取調べの録画は捜査機関の責務となっ

ています。実際にも，最高検は，改正法施行以前から，裁判員裁判対象事件等の取調べの録

音・録画を本格実施に切り替えるとともに，本格実施事件以外の事件についても，身体拘

束下の被疑者取調べの可視化を進め，被害者などの重要な参考人の取調べも，必要に応じ

て取調べの録画の「試行」の対象とする方針を打ち出してきました。また，警察も，裁判員

裁判対象事件，知的障がい等のある被疑者の事件の取調べの可視化を進め，それ以外の事

件についても録画を実施することができるとしています。

しかし他方で，最高検は，記録媒体を任意性立証の手段としてだけではなく実質証拠と

しても活用する方針を打ち出しており，一部の取調べを録画した映像によって誤った心証

形成がなされるリスクも生じています。

したがって，現在では，取調べの可視化申入れによる可視化の実現，可視化を想定した

被疑者に対する適切な助言，記録媒体の不適切な利用の阻止が，弁護実践における重要な

課題となっています。また，そうした弁護実践の積み重ねは今後の法改正における取調べ

の可視化の更なる拡大につながっていくはずです。

本書は，取調べの可視化が制度化され， また運用による録画が拡大しつつある新たな時

代における「可視化弁護実践」のためのマニュアルです。

第1部では，捜査，公判前整理手続等，公判の各段階において，取調べの可視化時代を踏

まえていかなる弁護実践をなすべきかを示しています。第2部では，弁護実践にすぐに使

える各種書式やチェックリスト，関係資料を収録しています。

この「可視化弁護実践」を通じて，私たちの依頼者の権利を徹底的に守りましょう。

※本書の前身は, 2009年（平成21年) 4月に発刊した取調べの可視化に関するマ

ニュアル3部作（｢被疑者ノート活用マニュアル｣， 「取調べの可視化申入書（モデル案）

活用マニュアル｣， 「取調べ一部録画事案弁護活動マニュアル｣）です。 2012年（平成

24年） 2月にこれらを一本化して本書を作成しました。

※資料編の最高検，警察庁及び法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の各文書（国
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第3取調べ適正化に関する最高検文書

3－1 最高検｢検察における取調べ適正確保方策について」 (2008年(平成2

0年） 4月3日）

検察における取調べ適正確保方策について

平成20年4月3日

最高検察庁
‐ 1
J

検察においては,取調べの適正を一層確保するため,以下の各方策を実施することとし，

検察官に周知徹底する。

第1 逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等の間の接見に対する一層の配慮

1 取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合，検察官は， 当

該申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡する。

2取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合，検察官は，でき

る限り早期に接見の機会を与えるようにし，遅くとも，直近の食事又は休憩の際に接

見の機会を与えるよう配慮する。

3被疑者又は弁護人等から弁護人選任又は接見に関する上記の各申出があった場合，

その申出及びこれに対してとった措置を記録にとどめる。

第2取調べに当たっての一層の配慮

1 逮捕・勾留中の被疑者を取り調べるに当たっては,捜査の必要性を考慮しつつ,刑事

施設等において定められている時間帯に就寝，食事，運動又は入浴ができるよう努め

るものとする。

2やむを得ない理由がある場合のほか，深夜に又は長時間にわたり取調べを行うこと

を避けるものとする。

3取調べにおいては，少なくとも4時間ごとに休憩を与えるよう努めるものとする。

4供述調書は，必要に応じて，問答式で作成するものとする。

ｰ

第3取調べに関する不満等の早期かつ網羅的な把握とこれに対する適切な対応

1被疑者の取調べに関して，被疑者の弁護人等から申入れがなされ，又は被疑者から

不満等の陳述がなされたときは，決裁官がその内容を把握し，速やかに，所要の調査を

行って，必要な措置を講じるとともに，申入れ等の内容，調査結果，講じた措置等を記

録にとどめる。

2調査結果等については，捜査・公判遂行に与える影響等を考慮しつつ，可能な範囲に

おいて，被疑者又は弁護人等に説明を行う。

1

1

第4その他

93



3－2最高検「取鯛ぺの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁瞳人等

との間の接見に対する一層の配慮について（依命通達)｣ (2008年（平成

20年) 5月1日）
ー酉一一一一一一一一一4■■■■■■－－－－ー一一一一一一1■■■'■■■ー一 ーー

最高検企第206号

平成20年5月1日

検事長殿

検事正殿

次長検事笠間治雄

取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等と

の間の接見に対する一層の配慮について（依命通達）

逮捕・勾留中の被疑者とその弁護人又は弁護人となろうとする者（以下「弁護人等」とい

う｡） との間の接見については，かねてから，接見交通権の行使と被疑者の取調べ等の捜査

の必要性との合理的な調整を図ろうとする刑事訴訟法第39条及びこれをめぐる諸判例の

趣旨に従った適正な配慮がなされているものと考えますが，弁護人等との接見に配慮する

ことは，取調べの適正の一層の確保に資するものと考えられます。

そこで，逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について，下

記のとおり定め，平成20年9月1日から実施することとしましたので，その適正な運用

に遺憾のないように願います。

記

1 検察官の被疑者に対する弁護人選任及び接見に関する告知等について

(1)弁解録取の際に，被疑者に対し弁護人選任権を告知するとともに，弁護人等との接

見に関し，取調べ中において弁護人等と接見したい旨の申出があれば，直ちにその申

出があった旨を弁護人等に連絡する旨を告知することとされたい。

（2）弁解録取の際に，被疑者（被疑者国選弁護制度の対象となる者を除く｡）に対し，刑

事訴訟法第209条，第211条及び第216条の規定により被疑者に準用される同

法第78条第1項の申出ができる旨を教示するとともに，被疑者から検察官に対して

同条による弁護人選任の申出があった場合には，直ちに所要の措置をとることとされ

たい。

2検察官の取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合の措置に

ついて

当該申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡することとされたい。

3検察官が取調べ中の被疑者又は取調べのために検察庁に押送された被疑者について弁

護人等から接見の申出があった場合の対応について

(1) 申出があった時点において現に取調べ中でない場合には，直ちに接見（接見施設が

ないか，又は利用できない場合に，弁護人等の同意を得た上，接見施設以外の場所で，

職員の立会いの下で弁護人等と被疑者とを面会させる，いわゆる面会接見を含む。以
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下同じ｡）の機会を与えるよう配慮することとされたい。

（2） 申出があった時点において現に取調べ中の場合であっても，できる限り早期に接見

の機会を与えるようにし，遅くとも，直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与える

よう配慮することとされたい。

4弁護人選任又は接見に関して申出があった場合の記録について

被疑者又は弁護人等から弁護人選任に関する上記1の申出又は接見に関する上記2若

しくは3の申出があった場合には，その申出及びこれに対してとった措置を記録にとど

め， 当該書面を，事件記録に編綴することとされたい。
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3－3最高検「取鯛ぺに当たっての一層の配慮について（依命通達)｣ (2008

年（平成20年) 5月1日）
一一一一一一－一一一ー－一ーー一一－－－ーーーー■■■■ 一ー－－－

最高検刑第126号

平成20年5月1日

検事長殿

検事正殿

次長検事笠間治雄

取調べに当たっての一層の配慮について（依命通達）

被疑者の取調べに当たっては,被疑者供述の任意性･信用性の立証等を念頭に置きつつ，

取調べ時間等につき適正な配慮がなされているものと考えますが，取調べの適正の一層の

確保を図るため，取調べに当たっての一層の配慮について，本年7月1日から実施するこ

ととしましたので，下記事項に留意願います。

記

1 逮捕・勾留中の被疑者を取り調べるに当たっては，捜査の必要性を考慮しつつ，刑事

施設又は留置施設において定められている時間帯に就寝，食事，運動又は入浴ができる

よう努めるとともに，上記時間帯にこれらができなかった場合には，その補完措置がと

られるよう配慮することとされたい。

2やむを得ない理由がある場合のほか，深夜に又は長時間にわたり被疑者の取調べを行

うことを避けることとされたい。

3被疑者の取調べにおいては，少なくとも4時間ごとに休憩時間をとるよう努めること

とされたい。

4供述調書は，必要に応じて，問答式で作成することとされたい。
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3－4最高検「取鯛ぺに関する不満等の把握とこれに対する対応について

通達)｣ (200B年（平成20年) 5月1日）

(依命

一ーー

最高検刑第125号

平成20年5月1日

I

検事長殿

検事正殿

次長検事笠間治雄

取調べに関する不満等の把握とこれに対する対応について（依命通達）

適切な検察権の行使のためには，基本に忠実で適正な捜査・公判の徹底を図ることが重

要ですが，特に取調べについては，その適正に疑念を持たれることがないようにする必要

があります。検察官又は検察事務官による被疑者の取調べに関して，弁護人等や被疑者か

ら申入れや不満等の陳述がなされた場合において， 当該事件の決裁官がその申入れ等を早

期かつ的確に把握し， これに対して適切な対応をすることは，捜査を遂げるために必要で

あるとともに，取調べの適正を一層確保することに資すると考えられます。

そこで，今般，下記のとおり，弁護人等から被疑者の取調べに関して申入れがなされたと

き及び被疑者から取調べに関する不満等の陳述がなされたときに， 当該事件の決裁官がこ

れを把握し，速やかに所要の調査を行って必要な措置を講じるとともに， 申入れ等の内容

等を記録することとし，本年9月1日から実施することとしましたので，下記事項に留意

の上，適正に実施されるよう願います。

記

第1 取調べに関する不満等の早期かつ的確な把握とこれに対する適切な対応

1 取調べに関する不満等の決裁官による把握

（1）被疑者の法定代理人，保佐人，配偶者，直系の親族若しくは兄弟姉妹又は弁護人

（以下｢弁護人等」という｡）から検察官又は検察事務官(以下｢検察官等」という｡）

による被疑者の取調べに関して申入れがなされたときは，その申入れを受けた検察

官等は，速やかに，取調べ関係申入れ等対応票（別紙様式）を作成して申入れの内

容等を記録した上， 当該事件の決裁官に対し， これを提出して申入れの内容等を報

告するものとする。

（2）被疑者から検察官等による取調べに関する不満等の陳述がなされたときも，上記

(1)と同様とする。

2決裁官の対応

(1)上記1(1)の申入れ又は1(2)の不満等の陳述（以下「申入れ等」 という｡）を把握

した当該事件の決裁官は，速やかに，所要の調査を行い，必要な措置を講ずるものと

する。

（2）上記(1)の調査結果及び講じた措置については，捜査・公判遂行に与える影響等を

考慮しつつ，申入れ等を行った弁護人等又は被疑者に対し，適時に，可能な範囲にお

1

0

I
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いて説明を行うものとする。

3調査結果等の記録

上記2(1)の調査を行い，必要な措置を講じた当該事件の決裁官は，上記1により提

出を受けた取調べ関係申入れ等対応票に，その調査結果，講じた措置等を記録すると

ともに，その上位の決裁官にこれを報告するものとする。

2留意事項

1 取調べに関する不満等の決裁官による把握

（1） 申入れ等の方法は， 口頭又は書面のいずれの方法によるかを問わないが， 口頭に

よる申入れ等がなされたときは， 申入れ等の内容等を明確にするため，弁護人等又

は被疑者に対し，申入れ等の内容等を記載した書面の提出を求めるのが適当である。

申入れ等は， 当該取調べを担当した検察官等， 当該事件の主任検察官又はその他

の検察官等（決裁官を含む｡）のいずれに対してなされたかを問わない。

当該事件の決裁官の上位の決裁官が申入れ等を受けたときは， 当該事件の決裁官

に対し， 申入れ等の内容等を適宜の方法で通知するものとする。この場合において

は， 当該事件の決裁官が取調べ関係申入れ等対応票を作成して申入れ等の内容等を

記録する。

また，検察官等が，司法警察職員から，検察官等による被疑者の取調べに関して弁

護人等又は被疑者から申入れ等がなされた旨の連絡を受けたときは， 当該連絡を受

けた検察官等が取調べ関係申入れ等対応票を作成して申入れ等の内容等を記録した

上， 当該事件の決裁官に対し， これを提出して申入れ等の内容等を報告する。

なお，検察官等が，司法警察職員による被疑者の取調べに関して，弁護人等から申

入れを受けたとき，又は，被疑者から不満等の陳述を受けたときは，速やかに，当該

事件の主任検察官にその旨を連絡し， 当該連絡を受けた主任検察官において，検察

官等による被疑者の取調べに関する申入れ等がなされた場合に準じて，取調べ関係

申入れ等対応票を作成して申入れ又は不満等の内容等を記録し， 当該事件の決裁官

にこれを報告するとともに， 当該事件の捜査主任官である司法警察職員に申入れ又

は不満等の内容等を連絡し，必要な措置を講ずるものとする。

（2）上記第1の1及び2の決裁官とは，地方検察庁のうち，部制庁においては， 当該

事件の捜査又は公判を所管する部（当該申入れ等に係る取調べを担当した検察官等

の所属する部）の部長（副部長が置かれている場合には，担当副部長）とし，非部制

庁においては，次席検事とする。区検察庁においては，上席検察官又は検事正が指定

した者とする。

（3）取調べ当時に当該被疑者の身柄が拘束されているかどうかにかかわらず，上記第

1を実施する。

（4）起訴後に，被告人又はその弁護人等から，起訴前の取調べに関して申入れ又は不

満等の陳述がなされたときは，必要かつ可能な範囲において，起訴前になされる申

入れ等に準じて取り扱う。

2決裁官の対応

（1） 申入れ等を把握した当該事件の決裁官は，捜査の一環として，その統括の下に所

要の調査を行い，必要に応じて，検察官等に対する指揮指導等の措置を講ずる。

（2）上記(1)の当該事件の決裁官は，他の検察官等に，弁護人等又は被疑者に対する上

第2
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記(1)の調査結果及び講じた措置の説明を行わせることができる。

取調べ関係申入れ等対応票の作成等

(1)申入れ・陳述の概要欄について

ア被疑者（被告人）欄については，申入れ等に係る取調べを受けた被疑者（起訴後

に申入れ等がなされたときは，被告人）の氏名を記載する。

イ申入れ・陳述年月日欄については,申入れ等を受けた年月日を記載する。検察官

等の取調べに関する申入れ等が司法警察職員に対してなされ，検察官等が司法警

察職員からその申入れ等がなされた旨の連絡を受けたときは，司法警察職員が申

入れ等を受けた年月日を記載する。

ウ 申入れ・陳述者欄については， 当該申入れ等をした者の口部分にし点を記載す

る。弁護人等から申入れがなされたときは，弁護人等の氏名も記載する。被疑者及

び弁護人以外の者から申入れがなされたときは，被疑者との関係も記載する。

エ申入れ・陳述方法欄については， 当該申入れ等の方法の口部分にし点を記載す

る。

書面により申入れ等がなされたときは，書面の口部分にし点を記載する。 口頭

により申入れ等がなされたときは，面談・取調べ時か，電話によるかの区別に従

い，口部分にし点を記載する。 口頭により申入れ等がなされた場合において申入

れ等の内容等が記載された書面が提出されたときは， 口頭の口部分と書面の口部

分の両方にし点を記載する。

オ申入れ･陳述を受けた者欄については,申入れ等を第一次的に受けた者(単に書
類の授受等の受付業務を担当する者を除く。）の口部分にし点を記載するとともに，

その者の官職及び氏名を記載する。

力申入れ・陳述内容欄については，罪名部分に， 当該事件の罪名を記載する。

取調官部分に， 当該取調べを担当した検察官等の官職及び氏名を記載する。

具体的内容部分に， 申入れ等の内容を具体的に記載する。申入れ等の内容等が

記載された書面が提出された場合は，その書面を添付すれば足りる。

キ申入れ等を受けた検察官等は，上記アないし力のとおり各欄に記載した上，作

成年月日欄にこれらの記載をした年月日を，作成者官職氏名印欄にその官職及び

氏名をそれぞれ記載し，押印する。

ク 当該事件の決裁官は，取調べ関係申入れ等対応票の提出を受けたとき，又は自

らこれを作成したときは，決裁官印欄に押印する。

(2)調査・措置等の経過及び結果欄について

ア申入れ等の報告を受けて調査等を行った当該事件の決裁官は，調査のてん末，

結果及び講じた措置等を記載した上，作成年月日欄にこれらの記載をした年月日

を，調査等担当決裁官官職氏名印欄にその官職及び氏名をそれぞれ記載し，押印

する。

イ上記アの決裁官は，当該事件の決裁区分に従って，順次，その上位の決裁官に対

し，上記アのとおり作成した取調べ関係申入れ等対応票により申入れ等の概要，

調査のてん末，結果及び講じた措置等を報告し，報告を受けた上位の決裁官にお

いて，上位決裁官印欄に押印する。

(3)検察官等が，司法警察職員による被疑者の取調べに関して，弁護人等から申入れ(3)検察官等が，司法警察職員による被疑者の取調べに関して，弁護人等から申入れ
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を受けたとき，又は，被疑者から不満等の陳述を受けたときは，主任検察官におい

て，上記(1)のとおり申入れ・陳述の概要欄に所定事項を記載し，当該事件の決裁官

から決裁官印欄に押印を受けた上,調査･措置等の経過及び結果欄に，申入れ又は不

満等の内容等を当該事件の捜査主任官である司法警察職員に連絡したこと及び講じ

た措置を記載する。

(4)上記(1)ないし(3)のとおり作成した取調べ関係申入れ等対応票は，事件記録に編

てつする。
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※申入れ・陳述の概要欄のうち、申入れ・陳述年月日から作成者官戦氏名印までの各欄には、申入れ等を受けた検察
官又は検察事務官において記戦し、押印する。具体的内容部分の記戟は、申入番等を添付することで足りる。
※本票の提出により申入れ等の報告を受けた当該事件の決裁官は、決裁官印欄に押印する。
※調査・措慨等の経過及び結果欄には、申入れ等の報告を受けた当該事件の決裁官において、調壷のてん末、結果、
講じた措澄等、記叔の年月日及び官職氏名を記載して押印した上、上位の決裁官に報告して、その押印を受ける。
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申入れ・陳述の概要

申入れ･陳述年月日 平成 年 月 日

申入れ･陳述者
口被疑者(被告人） 口弁謹人（ ）

□その他（ 被疑者との関係 ）

申入れ･陳述方法
口口頭 口書面

口面談(取調時） 口電話 □その他（ ）

申入れ･陳述を
受けた者

口検察官等 （ ）

口司法警察職員 （ ）

申入れ･陳述内容

罪名

取鯛官

(具体的内容）

作成

年月日
作成者

官職氏名印 決裁官印

調査・措置等の経過及び結果

Fローー一口ー一一一＝■■＝ー■■■■＝■■ｰ＝ーー■■■■■■■■ーー‐ロー‐~一房■‐‐q■ー‐‐‐ｰ●一一‐ｰ‐－－－＝＝ーーー■■ー■■ーーニーーーー一一一一一一一一合一ｰ‐七一一一毎－一一口■■＝－■■■■■■■■－■■q ,ー‐■■ー－－－ーー一丁

p一一一一一色ー‐ー‐‐一一一‐○一七一一一一一一一＝‐ー--ー■■＝■■■■＝■■■■＝■■ー■■■■ー＝ーー一一■■ー－－ーーー一一‐ー‐色一＝ー＝ー』■■ー■■■■ーー一画■■■■ーq■■■ー＝‐ー‐＝‐ー一一やローーーロ凸■ bq ■｡ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

ず

■■■■■ー＝■■■■■■－－■■■■■■■■一一■■一一一一一ーー‐‐一‐←~－－－~ーー＝一色一■■■■■■ー■■ーー■■七一■■ー■■■■■■■■■■■■1■■ー＝ー■■ー■■■■ーニーーーー‐‐‐凸‐つつ‐‐ー今の4■■つー‐，■■ーー一一一＝■＝

Fq■ﾛｰｰｰｰ－4■■ーー－－ー‐ーq■■ーーー■■■■ー■■ー■■ー■■ー■■ー■■一一一一一－一一ｲ■p‐一一口‐や｡■■‐q■0■■ー~一I■ロー■■■■■■■■■■ーー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－■■一一‐一一ー一一勺会一一一一一つーー一口｢

■一－一一一一一一一一一一一一－一一ー一－一ーｰ‐ー一一一マーーー■■＝■■一ーー■■■■一一■■ｰ一一●■■■＝■■一一一一＝一－－一一一一一一一一ー一-一一つ~●‐‐‐一一q■■一一－一一一■■■■■■＝■■■■■■■■－■■■■■■■■＝■■■■－■

■■■一■■－－－－－－一■■一一一一一~舎一ー~←‐‐一一一ー■■ーーーー■■ｰ■■ーー一■■■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■ー1■､■■つ－－－－－ー■■■■■■■■ー■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■ー■■■■■■ー■■‐I■■こ＝＝

作成
年月日

鯛査等

担当決裁官
官職氏名印

上位

決裁官印



○取調べ状況の記録等に関する訓令

平成15年11月5日法務省刑刑訓第117号

検事総長，検事長，検事正あて ）（

改正 、’ ： 二 目 j・ j l34損

第1条検察官又は検察事務官（以下「検察官等」という｡）は，逮捕又は勾留されている

者(少年法(昭和23年法律第168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法

第17条第i項第2号の措置により身柄を拘束されている者を含む｡）を取調べ室又はこ

れに準ずる場所において被疑者又は被告人（以下「被疑者等」という｡） として取り調べ

た場合は，当該取調べを行った日ごとに，取調べ状況等報告書（別紙様式）を作成しなけ

ればならない。

2検察官は， 当該取調べに立ち会った検察事務官に前項の取調べ状況等報告書を作成さ

せることができる。

第2条検察官等は，前条の規定により取調べ状況等報告書を作成したときは，被疑者等

にその記載内容を確認させ，これに署名指印することを求めるものとする。ただし，被疑

者等が拒絶した場合は， この限りでない。

附則（平成15年11月5日法務省刑刑訓第117号）

この訓令は，平成16年4月1日から施行する。

附則（平成20年5月1日法務省刑刑訓第34号）

この訓令は，平成20年9月1日から施行する。
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I

別紙様式 1

取調べ状況等報告書
年 月 日

､
■

検察庁

殿

検察庁

(官職氏名） 印

取調べ状況等について、次のとおり、記録を作成したので報告しま戎

！

昭

(注）事例に応じ、不要の文字を削り、又は該当文字を○で囲むこと。

103

取調べ状況等に関する記録

取調べ年月日 年 月 日

取調べ担当者

氏 名

通訳人 有・無 通訳を行った言語

取調べ場所

取調べ時間

●
。
●
●
●
■
●
●
●
●

一
一
一
一
一

●
●
●
●
●
の
●
●
●
●

●
●
●
◆

一
一

●
●
●
●

： ～ ：

一
一

被疑者･被告人

氏 名 （ 年 月 日生）

逮捕･勾留罪名

逮捕・勾留事実に係る

被疑者供述調書等作成の事実 有・無 通

そ の 他 の

被疑者供述調書等作成の事実 有・無 通

そ の他

参考事項



3－5最高検「取調べメモの取扱いに関する運用指針について（事務連絡)」 （2

O11年（平成23年)4月6日）

一ーーーーー■■■ーー－－ーー－－ー一一一一一一ーー－ーーー1■■■－ー－－－ー一一一一ーーー一一ー一一ー4 bー

最高検刑第135号

平成23年4月6日

高等検察庁次席検事殿

地方検察庁次席検事殿

最高検察庁刑事部長池上政幸

取調べメモの取扱いに関する運用指針について（事務連絡）

いわゆる取調べメモ(検察官が被疑者，被告人又は参考人の取調べを行った際に作成す

るメモをいい，取調べ中，取調べ後いずれにおいて作成したかを問わない。以下同じ｡）に

ついては，平成20年7月9日付け及び同年10月21日付け各当職通知（｢取調べメモの

保管について」及び「取調べメモの適正な保管について｣）並びに各通知を発出した際の各

補足説明に従い，適切な取扱いに努められていることと思います。

今般，取調べメモの取扱いの在り方について，改めて当庁において検討を行った結果，前

記各通知を変更する必要はないものの，前記各補足説明の内容を一部改めることが適当と

考えられたことから，同通知に関する運用指針を別紙のとおり定めるので，本年4月11

日以降に受理した事件から，従前の補足説明によることなく， この指針により取り扱うよ

うお取り計らい願います。
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取調べメモの取扱いに関する運用指針

1 取調べメモの取扱いに関する基本的視点

1 本来，取調べメモは，そこに記載された供述内容等について，供述調書や捜査報告

書が作成されれば，不要となるものであり，公訴提起後であっても，被疑者等（被疑

者，被告人及び参考人をいう。以下同じ｡）の言動等から，当該調書の任意性・信用性

が公判廷で争われることが予想されるときに， 当該取調べメモに記載された被疑者等

の言動から，その取調べ状況が客観的に明らかとなり，裁判所が取調べ状況について

の争いを公正に判断する上で必要と認められるもの等を組織的に保管するのが相当で

ある。

2 1により組織的に保管するメモ(以下「公判引継ぎ用取調べメモ」という｡）以外の

取調べメモは，本来，不要なものであることから，捜査の秘密の保持や関係者の名誉

及びプライパシー保護の観点から，安易に保管を継続することなく廃棄すべきもので

ある。

もっとも，取調べメモの取扱いに関しては，例えば，検察官が廃棄した不要な取調

べメモに関し，公判において，果たして本当にそれが不要なものであったか否かなど

をめぐる紛議を招くことがあり， こうした状況にも配慮しで適切に対処する場合があ

るものと考えられる。

そこで，公判引継ぎ用取調べメモ以外の取調べメモであっても，一律に廃棄するの

ではなく，事件ごとに，事案の内容，性質，証拠関係等をも考慮して，念のため保管し

ておくべきか否かを個別に判断することとするのが相当である。

3 1及び2に従って保管することとした取調べメモは，訴訟に関する書類ではあるが，

事件記録とは本来異なるものであるので，当該事件記録の一部としては取り扱わない。

2取調べメモの具体的な取扱い

1 捜査を担当する主任検察官は， 自ら作成した取調べメモについて，第1の1及び2

に従って，公訴を提起する際に保管の要否を判断するものとする。

共同捜査の場合において， 当該捜査に関与した検察官が作成した取調べメモについ

ては，捜査を担当する主任検察官が， 当該取調べメモを作成した検察官の意見を聴取

した上，第1の1及び2に従って，公訴を提起する際又は公訴を提起した後できる限

り早い時期に保管の要否を判断するものとする。

2第1の1に従って保管することとした公判引継ぎ用取調べメモの取扱いは，以下の

とおりとするのが相当である。

（1）捜査を担当する主任検察官は，別の検察官が当該事件の公判を担当する場合には，
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公判引継ぎ用取調べメモであることを明示して，事件ごとに，事件記録とは別の綴

りにして整理し， 当該公判を担当する主任検察官に引き継ぐものとする。

当該公判を担当する主任検察官は，公判引継ぎ用取調べメモ綴りに確認印を得る

などして引継ぎの事実につき上司の確認を得た上，保管するものとする。

（2）捜査を担当する主任検察官は， 自らが当該事件の公判を担当する主任検察官とな

る場合においても， (1)と同様に,公判引継ぎ用取調べメモ綴りを事件記録とは別に

作成し，上司の確認を得て保管するものとする。

3第1の2に従って保管することとした取調べメモについては，保管の理由が様々な

ものとなることが考えられることから，統一的な保管方法によるものとすることは適

当ではないが，各庁の実情等をも踏まえ，捜査の秘密の保持や関係者の名誉及びプラ

イバシー保護の観点に十分配慮した適宜の方法により，組織的に保管するものとする。

4 1の判断の結果，保管することとした取調べメモは， これを必要と認める間，保管

するものとする。

I
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第4取調べ適正化に関する警察庁文書

4－1 警察庁「警察捜査における取調べ適正化指針」 (2008年(平成20年）

1月）

ーーーーー－ーーーー一一一ｰー－－1■■■■ーーー一一.■■■一'■■■一一一一一Ⅱ■■■－ーI■■■－ーーーー一ーI■■■1■■■1■■■4■■■－1■■■－－1■■■ーI■■■1■■■－■■■ー■■■I■■■1■■■4■■■1■■■

平成20年1月

警察庁

警察捜査における取調べ適正化指針

我が国の刑事手続において，被疑者の取調べは，事案の真相解明に極めて重要な役割を
ま

果たしていることは，論を俟たないところである。しかしながら，昨今，その在り方が問わ

れる深刻な無罪判決等が相次ぎ，取調べを始めとする警察捜査における問題点が厳しく指

摘された。警察としては， これらの点について深く反省し，今後の捜査にいかすべき事項

を抽出し，再発防止に向けた緊急の対策を講じてきたところであるが，国民からの批判は

依然として厳しく，警察捜査に対する信頼が大きく揺らいでいる。

また，平成21年5月までに導入される裁判員裁判制度の下では，一般国民から選ばれ

る裁判員が刑事事件の審理に加わり，警察捜査の結果が直接国民の視点から検証されるこ

ととなる。したがって，裁判員の心証形成に資するという観点からも，警察における捜査

手続， とりわけ被疑者の取調べの在り方についても，一層の適正性の確保が求められてい

る。

このような諸情勢を踏まえ，国家公安委員会は，警察捜査における取調べの一層の適正

化を喫緊の課題と認め，全国警察を挙げた取組みが必要であるとして，平成19年11月

1日， 「警察捜査における取調べの適正化について」を決定した。

警察庁は，都道府県警察における捜査の実態を十分に勘案し，来るべき裁判員裁判への

適合性をも念頭に置きつつ，捜査における取調べの一層の適正化について対策を講ずるこ

ととなった。

警察庁は，この決定に基づき，鋭意，対策の検討を進め， このたび，警察が当面取り組む

べき施策を「警察捜査における取調べ適正化指針」 として取りまとめた。この指針にのっ

とり，取調べの適正化に向けた施策を迅速かつ着実に実施し，警察捜査に対する国民の信

頼を確かなものとするよう全力を尽くしていく。

記

1取調べに対する監督の強化

１
１
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１
１

(1)捜査部門以外の部門による取調べに関する監督

ア警視庁及び道府県警察本部の総務又は警務部門に取調べに関する監督を担当する

所属（以下「本部監督担当課」という｡）を置くとともに，本部監督担当課及び警察

署の総務又は警務部門に取調べに関する監督を担当する監督担当者を置く。

イ取調べに関する監督を的確に行うことができるよう，次に掲げる取調べに係る不

適正行為につながるおそれがある行為を監督の対象となる行為（以下「監督対象行

為」 という｡） として国家公安委員会規則に類型的に規定する。

（ｱ）被疑者の身体に接触すること （やむを得ない場合を除く。)。

（ｲ）直接又は間接に有形力を行使すること。

（ｳ）殊更不安を覚えさせ，又は困惑させるような言動をすること。

（工）一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること。

（ｵ）便宜を供与し，又は供与することを申し出，若しくは約束すること。

（力）被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること。

（ｷ）一定の時間帯等に取調べを行おうとするときに，あらかじめ，警視総監若しく

は道府県警察本部長（以下「警察本部長」という｡）又は警察署長の承認を受けな

いこと。

ウ罪種や任意・強制の別を問わず，取調べ室等において行われる被疑者の取調べに

ついて,監督対象行為の有無を確認すること等により，取調べに関する監督を行う。

エ取調べに関する監督は，大要次のような方法により行うこととする。

（ｱ）取調べ状況の把握

a被疑者を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたときは,捜査主

任官は，本部監督担当課に対し，速やかに，取調べ状況報告書（犯罪捜査規範

（昭和32年国家公安委員会規則第2号）第182条の2第1項に規定する取

調べ状況報告書をいう。以下同じ｡）等の記載内容を報告する。

b警察署に置かれる監督担当者は,被疑者等からの苦情の申出を受けるととも

に，当該警察署において行われる被疑者の取調べの状況を随時確認し，又は必

要により所要の調査を行い，その結果を本部監督担当課に報告する。

c本部監督担当課は，警察署等に対し定時又は随時の巡察を行い，監督対象行

為の有無を中心とする被疑者の取調べの外形的状況を確認する。

d取調べについて苦情の申出があったときは，申出者の氏名，連絡先，苦情の

内容等を書面に記録するとともに，苦情処理に係る所定の手続に従い，速やか

に都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という｡）又は警察本部長に報告

する（報告の内容は，すべて本部監督担当課においても把握する｡)。

（ｲ）調査
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■本部監督担当課は，上記(ｱ)により，監督対象行為がなされた可能性があると

認めたときは，関係書類の閲覧,捜査主任官等からの報告聴取，取調べの外形的

状況の確認,取調べ官等からの報告聴取,被疑者との面接等を実施し，監督対象

行為の有無を確認する。

（ｳ）監督対象行為を認めた場合の措置

a 監督担当者は，調査過程において監督対象行為を現に認めたときはこれを

中止させることができることとする。

b調査結果は書面に記録するとともに，本部各部指導担当部署又は監察部門

に通報し，業務上の指導や懲戒処分に活用する。

c 取調べに関する監督の実施状況については，定期的又は随時に公安委員会

に報告する。

(2)被疑者の取調べ過程・状況に関する書面による記録制度の充実

取調べ状況報告書は，身柄を拘束されている被疑者又は被告人を取調べ室又はこれ

に準ずる場所において取り調べたときに作成することが義務付けられているところ，

原則として，罪種や事案の軽重を問わず，身柄を拘束されていない被疑者又は被告人

を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたときにも作成することを義務付

ける。
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2取調べ時間の管理の厳格化

（1）取調べは，やむを得ない理由がある場合のほか，深夜に又は長時間にわたり行うこ

とを避けなければならない旨を犯罪捜査規範に規定する。

（2）次に掲げる場合には警察本部長又は警察署長の事前の承認を受けなければならない

こととするなど，取調べ時間の管理に関する所要の事項を国家公安委員会規則に規定

する。

ア午後10時から翌日の午前5時までの間に取調べを行おうとする場合

イ休憩時間等を除き， 1日当たり8時間を超えて取調べを行おうとする場合
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3 その他適正な取調べを担保するための措置

（1）取調べ室の設置基準の明確化

取調べ環境を国民に対して明確にするため，取調べ室の設置基準を犯罪捜査規範に

規定する。

（2）取調べ状況の把握を容易にするための施設整備の一層の充実

取調べ状況を外形的に把握することができるようにするため，すべての取調べ室に

透視鏡等の設置を図るとともに，取調べ室への入退室時間を電子的に管理するシステ

1

1

ト
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ムや取調べ状況報告書等の記載内容を電子的に把握するシステム等の整備を推進する。

4捜査に携わる者の意識向上

（1）適正捜査に関する教養の充実

新たに捜査に従事することとなる警察官に対しては，原則として，各都道府県警察

の警察学校において部門別任用科課程を実施し，捜査員として必要な専門的知識・技

能の修得を図っているところであるが，司法制度改革等に的確に対応し適正な捜査を

推進するため，同課程におけるカリキュラムを見直し，適正捜査に関する教養の充実

を図る。

また，適正な取調べを推進する観点から，取調べに係る指導的立場にある警察官に

対する教養の充実を図る･

（2）具体的事例に基づいた実践的な教養の実施

警察大学校特別捜査幹部研修所において，取調べを始めとする各種捜査手法の実践

的な教養の在り方について研究し，その成果を都道府県警察に還元し，活用を図る。

（3）技能伝承官の活用

次代を担う捜査員に対し，取調べを始めとする各種捜査の手法や適正捜査の在り方

を的確に伝承するため，取調べ等に関し卓越した技能を有する捜査員については，退

職後においても非常勤職員として採用し，又は再任用することにより，技能伝承官と

して活用を図る。
グ、↓、

（4）弁護士を始めとする法曹関係部外講師の積極的な招聰

都道府県警察における教養では，従前から，教養内容に応じ，部外講師の招聰が行わ

れてきたところであるが,取調べに関する教養に当たっては，これまで以上に弁護士等

の法曹関係部外講師を積極的に招聰し,弁護士等からみた警察捜査，とりわけ取調べに

ついての問題意識を醸成し，適正捜査に係る意識の向上を図る。

（5）人事上の措置

ア勤務成績の処遇への的確な反映

能力,実績に応じた人事管理を推進するため,取調べ官等職員の勤務成績の昇任，

給与等の処遇への一層的確な反映に努める。

イ積極的な表彰の実施
おう

取調べ官等職員が旺盛な士気を維持しつつ職務に精励するよう，取調べ官等職員

の功労を適切に評価し，表彰を一層積極的に実施する。

ウ懲戒処分に係る行為類型の明確化

監督対象行為に関し，懲戒処分の対象となり得る行為の類型を明確化する。

エ監督対象行為を認めた場合の厳正な対処等
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4－2 「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則｣(2008年（平成20

年）4月3日国家公安委員会規則第4号）

ー－－■■■一一一4■■■－－－－－ー－一一一一一ーー一ーー－－－－ー－

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則（平成二十年四月三日国家公安委員会規

則第四号）

最終改正：平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第四号

蕃察法施行令（昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき，被疑

者取調べ適正化のための監督に関する規則を次のように定める。

総則（第一条一第五条）

被疑者取調べの監督（第六条一第十一条）

雑則（第十二条一第十四条）

第一章

第二章

第三章

附則

第一章総則

（目的）

第一条この規則は，被疑者取調べの監督に関し必要な事項を定めることにより，被疑

者取調べの適正化に資することを目的とする。

（留意事項）

第二条被疑者取調べの監督は，厳正かつ公平を旨として行わなければならない。

2被疑者取調べの監督に当たっては,被疑者又は被告人(以下単に｢被疑者」という｡）

その他の関係者の人権に配慮しなければならない。

3被疑者取調べの監督に当たっては，必要な限度を超えて取調べ警察官その他の関係

者の業務に支障を及ぼし，又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければ

ならない。

（定義等）

第三条この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定め

るところによる。

一被疑者取調べ取調べ室（これに準ずる場所を含む。以下同じ｡）において警察官

が行う被疑者の取調べをいう。

二監督対象行為被疑者取調べに際し，当該被疑者取調べに携わる警察官が，被疑
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1

1

！

者に対して行う次に掲げる行為をいう。

イやむを得ない場合を除き，身体に接触すること。

ロ直接又は間接に有形力を行使すること （イに掲げるものを除く｡)。

ハ殊更に不安を覚えさせ，又は困惑させるような言動をすること。

二一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。

ホ便宜を供与し，又は供与することを申し出，若しくは約束すること。

へ人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

2次のいずれかの場合において，警視総監,道府県警察本部長若しくは方面本部長（以

下「警察本部長」という｡）又は警察署長の事前の承認を受けないときは， これを監督

対象行為とみなしてこの規則の規定を適用する。

一午後十時から翌日の午前五時までの間に被疑者取調べを行うとき。

二一日につき八時間を超えて被疑者取調べを行うとき。

（取調べ監督官）

第四条被疑者取調べに関し次項に規定する職務を行う者（以下「取調べ監督官」 とい

う｡）は，警視庁，道府県警察本部又は方面本部（以下「警察本部」という｡）に置かれ

る取調べ室に係るものについては警察本部の被疑者取調べの監督業務を担当する課

（課に準ずるものを含む。以下「取調べ監督業務担当課」という｡）の警察官のうちか

ら警察本部長が指名する者とし，警察署に置かれる取調べ室に係るものについては警

察署の総務課又は警務課（課の置かれていない警察署にあっては，係を含む｡）の警察

官のうちから警察署長が指名する者とする。

2取調べ監督官は，警察本部長又は警察署長の指揮を受け，次に掲げる職務を行うも

のとする。

一第六条第一項の規定に基づき被疑者取調べの状況の確認を行うこと。

二第六条第三項又は同条第四項の規定に基づき被疑者取調べの中止の要求その他の

必要な措置をとること。

三第八条の規定により巡察官が行う巡察に協力すること。

四第十条の規定により取調べ調査官が行う調査に協力すること。

五その他法令の規定によりその権限に属させられ，又は警察本部長若しくは警察署

長から特に命ぜられた事項

3取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は，その担当する被疑者取

調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

（連絡）

第五条取調べ監督官と捜査主任官（犯罪捜査規範（昭和三十二年国家公安委員会規則

第二号）第二十条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ｡）は，被疑者取調べの監督
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に関し，相互に緊密な連絡を保たなければならない。

第二章被疑者取調べの監督

（確認等）

第六条取調べ監督官は,取調べ室の外部からの視認,事件指揮簿(犯罪捜査規範第十九

条第二項に規定する事件指揮簿をいう｡）及び取調べ状況報告書（犯罪捜査規範第百八

十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ｡）の閲覧その他の方

法により被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。

2取調べ監督官は，前項の確認を行った場合において，必要があると認めるときは，当

該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し，当該確認の結果を通知するとともに， 当該

確認の結果を明らかにしておかなければならない。

3取調べ監督官は，第一項の確認を行った際現に監督対象行為があると認める場合に

は， 当該被疑者取調べに係る捜査主任官に対し，被疑者取調べの中止その他の措置を

求めることができる。この場合において，捜査主任官は，速やかに，必要な措置を講ず

るものとし，その結果を当該取調べ監督官に通知しなければならない。

4前項の場合において，捜査主任官が現場にいないとき又は捜査主任官から要請があ

ったときは，取調べ監督官は， 自ら被疑者取調べの中止その他の措置を講ずることが

できる。この場合において，当該措置を講じたときは，速やかに，その旨を捜査主任官

に通知しなければならない。

（苦情の通知）

第七条警察職員は,被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは，速やかに，当該

被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならな

い。

（巡察）

第八条警察本部長は，必要があると認めるときは，取調べ監督業務担当課の警察官の

うちから巡察官を指名し，取調べ室を巡察させるものとする。この場合において，巡察

官は，第六条第一項に規定する被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。

2前項に規定するもののほか，第六条第二項から第四項までの規定は，巡察官が行う

巡察について準用する。

（被疑者取調べの状況等の報告）

第九条警察本部の犯罪捜査を担当する課（課に準ずるものを含む｡）の長又は警察署長

（以下「警察署長等」という｡）は，その指揮に係る被疑者取調べに関し，取調べ状況

報告書の写しの送付その他の方法により， 当該被疑者取調べの状況について，取調べ
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監督業務担当課の長を経由して，警察本部長に報告しなければならない。

2取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は，その指揮に係る被疑者取調べの監督に

関し，第六条第三項又は同条第四項（前条第二項の規定により準用する場合を含む｡）

の措置が講じられたときは，当該措置の内容について，警察本部長に（警察署長にあっ

ては,取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。

（調査）

第十条警察本部長は，被疑者取調べについての苦情，前条の報告その他の事情から合

理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な

理由のあるときは，取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者（以

下「取調べ調査官」という｡）を指名して，当該被疑者取調べにおける監督対象行為の

有無の調査を行わせなければならない。

2取調べ調査官は，調査を実施するため必要があると認めるときは， 当該調査に係る

被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し，説明若しくは資料の提出を求め，又は指

定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官，取調べ警察官その他の警

察職員を出頭させ，説明をさせるよう求めることができる。

3取調べ調査官は，調査が終了した後，速やかに，調査結果報告書（別記様式）を作成

し， 当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに，必要があると認め

るときは， #関係部署に通知しなければならない。

（監督実施状況の報告）

第十一条警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し，方面本部長は

方面公安委員会に対し，毎年度少なくとも一回，被疑者取調べの監督の実施状況を報

告しなければならないb
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第三章雑則

（指導等）

第十二条警察庁長官（以下｢長官」という｡）は，この規則の適正な施行を期するため，

その指名する職員に，次の各号に掲げる事項に関し，実地にその状況を点検させ，及び

必要な指導を行わせることができる。

一第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。

二被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関するこ

と。

2前項の規定による点検は，関係者からの聴取り，書類の閲覧，実地の視察その他適当

な方法により実施するものとする。
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3第一項の規定による点検及び指導（以下「指導等」という｡）は，原則として毎年度

一回，皇宮警察本部及び全ての都道府県警察に対して実施するものとする。

4前三項に定めるもののほか，指導等の実施に関し必要な事項の細目は，長官が定め

る。

（国家公安委員会への報告）

第十三条長官は，国家公安委員会に対し，毎年度少なくとも一回，この規則の施行状況

を報告しなければならない。

（皇宮護衛官への準用）

第十四条第二条から第五条まで及び第二章の規定は，皇宮護衛官が行う被疑者取調べ

について準用する。この場合において， 「取調べ警察官」 とあるのは「取調べ皇宮護衛

官」と， 「警察官」とあるのは「皇宮護衛官」と， 「警視総監，道府県警察本部長若しく

は方面本部長（以下「警察本部長という｡)」 とあるのは「皇宮警察本部長」と， 「警察

署長」とあるのは「護衛署長」と， 「警視庁，道府県警察本部又は方面本部（以下「警

察本部」 という｡)」 とあるのは「皇宮警察本部」 と， 「警察署」 とあるのは「護衛署」

と， 「犯罪捜査規範（昭和三十二年国家公安委員会規則第二号）第二十条に規定する捜

査主任官」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範(昭和三十

二年国家公安委員会規則第二号）第二十条に規定する捜査主任官に相当する職務を行

う者」と， 「犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿」とあるのは「皇宮警

察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿に

相当する書類」と， 「犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告

書」 とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第百八十二条の

二第一項に規定する取調べ状況報告書に相当する書類」と， 「警察署長等」とあるのは

「護衛署長等」 と， 「警視総監及び道府県警察本部長」 とあるのは「警察庁長官」 と，

「都道府県公安委員会」 とあるのは「国家公安委員会」 と読み替えるものとする。

ノ

附則

（施行期日）

この規則は，平成二十一年四月一日から施行する。

附則（平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第四号）

この規則は，平成二十三年四月一日から施行する。

別記様式（第10条関係）

（略）
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4－3警察庁「取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁瞳人等

との間の接見に対する一層の配慮について」(200B年(平成20年)5月

8日）

一一一一ー■■■■－1■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■ー■■■ー1■■■ーー■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■ー■■■'■■■■■■q■■■■■■1■■■ー1■■■，■■■1■■■■■■－1■■■I■■■'■■■I■■■1■■■4■■■ーｨ■■■ーーI■

警察庁丙刑企発第18号

平成20年5月8日

皇宮警察本部長

各都道府県警察の長殿

（参考送付先）

庁内各局部課長

各附属機関の長

各地方機関の長

警察庁刑事局長

取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等と

の間の接見に対する一層の配慮について

逮捕・勾留中の被疑者とその弁護人又は弁護人になろうとする者（以下「弁護人等」とい

う｡） との間の接見については，かねてから，接見交通権の行使と被疑者の取調べ等の捜査

の必要性との合理的な調整を図ろうとする刑事訴訟法第39条及びこれをめぐる諸判例の

趣旨に従った適正な配慮がなされているものと承知しているところ，弁護人等との接見に

配慮することは，取調べの適正の一層の確保に資するものと考えられるところである。

そこで，逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について，犯

罪捜査規範の一部を改正する規則（平成20年国家公安委員会規則第5号）による改正後

の犯罪捜査規範第130条第3項の規定による措置（弁護人選任に係る教示） と併せ，下

記の事項を本年9月1日から実施することとしたので，事務処理上遺憾のないようにされ

たい。

なお，本通達については，法務省刑事局と協議済みである。

記

1 被疑者に対する接見に関する告知について

弁解録取の際に，弁護人等との接見に関し，取調べ中において弁護人等と接見したい
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旨の申出があれば，直ちにその申出があった旨を弁護人等に連絡する旨を被疑者に対し

告知すること。

2取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合の措置について

被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡するこ

と。

3取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応について

できる限り早期に接見の機会を与えるようにし，遅くとも,直近の食事又は休憩の際

に接見の機会を与えるよう配慮すること。

4上記2又は3の申出があった場合の記録について

被疑者又は弁護人等から上記2又は3の各申出があった場合には，その申出及びこれ

に対してとった措置を当該申出を受けた捜査員が書面に記録し， 当該書面を保管してお

き，捜査･公判上の必要のため検察官から要請があったときには，証拠化して送致するこ

と。
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第5録音・録画に関する文書

5－1 最高検「取調べの録音・録画の実施等について（依命通知)｣ (2019年
（平成31年）4月19日）

一一ー－1■■■ーーー一一一－－－■■■一一一一ー■■■■■■ー一一一一I■■■ーー1■■■－－－ー－－ーー1■■■ｨ■■■－1■■■q■■■ー－1■■■一一ーーーーーー－1■■■－－－－－ーー－ー一一一一

最高検判第5号

平成31年4月19日

検事長殿

検事正殿

次長検事堺 徹

取調べの録音・録画の実施等について（依命通知）

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」 （平成28年法律第54号）のうち録音・録画制

度の導入に関する規定が平成31年6月1日から施行されることとなりました。

これまで,裁判員裁判対象事件,検察官独自捜査事件,知的障害によりコミュニケーショ

ン能力に問題がある被疑者等に係る事件及び精神の障害等により責任能力の減退・喪失が

疑われる被疑者に係る事件において，身柄拘束中の被疑者について取調べの録音・録画を

実施してきたところですが，上記施行後も，引き続き，これら4類型の事件については，別

添1 「取調べの録音・録画の実施対象事件等」により，取調べの録音・録画を実施するの

で,遺漏なく行われるよう配意願います。

これらのうち,裁判員裁判対象事件(別添1の第1の1(1)裁判員類型のアに当たる事件）

及び検察官独自捜査事件については，改正後の刑事訴訟法第301条の2による録音・録

画義務及び録音･録画記録の証拠調べ請求義務の対象となりますので,特に留意願います。

また， これら4類型の事件以外の事件であっても，①公判請求が見込まれる身柄事件で

あって被疑者の取調べを録音・録画することが必要であると考えられる事件の被疑者，②

公判請求が見込まれる事件であって被害者・参考人の取調べを録音・録画することが必要

であると考えられる事件の被害者・参考人については，別添2「取調べの録音・録画の試行

指針」により取調べの録音・録画の試行を継続することとしたので，各庁の判断により試

行対象事件に該当すると認める場合には，積極的に試行願います。

なお，以上の場合以外でも，検察官において，捜査・公判の必要上，取調べの録音・録画

一
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、

を行うことは差し支えありませんので，申し添えます。

おって,平成29年3月22日付け最高検判第4号当職依命通知｢取調べの録音･録画の
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実施等について」は，本年5月31日をもって廃止します。
I

１
１

！
ｒ
』
ｑ
‐
ｇ
副
ｄ
ｑ
Ｉ
Ｉ
‐
ｂ
山
‐
引
■
Ｌ
Ｊ
Ｉ
■
ｄ
・
・
Ｉ
貼
上
召

！

I

ｊ
ｌ

由
■
・
ｇ
ｑ
・
‐
Ｆ
Ｆ
■
且
Ｑ
ｆ
ａ
■
■
ｂ
ａ
Ｐ
ｑ
ｑ
ｄ
■

1

1

１
１

ノ

I

1

I

I

４
４
日
■
・
凸
８
コ
日
日
・
■
ｌ
■
■
■
■

Q

I

4

1

120



一
１
１
０
’
１
０

h ，

卜
■
Ｄ
１
叩
・
Ｐ
ｊ
ｄ
ｂ
４
Ｆ
■
』
．
・
ｉ
ｑ

ｂ
Ｔ
６
Ｆ
ｌ
４
ｔ
ｑ
ｑ
Ｊ
Ｆ
ｑ
１
９
１
Ｊ
９
９
■
凸
■
凸
。
。
。
。
４
Ｊ
。
と
’
Ｊ
１

別添1

取調べの録音・録画の実施対象事件等

1 取調べの録音・録画の実施対象事件等

1 実施対象事件及び実施範囲

（1）裁判員裁判対象事件等【裁判員類型】

ア逮捕・勾留中の被疑者（勾留に代わる観護措置（少年法第43条第1項，第17

条第1項第2号）が執られて少年鑑別所に収容されている者を含む。以下同じ｡）

につき，次に掲げる事件（注）について被疑者として取調べ（弁解録取を含む。以

下同じ｡）を行う場合には，その録音・録画を行うものとする（改正後の刑事訴訟

法第301条の2第4項，第1項第1号，第2号参照)。

なお，この場合において，取調べの対象となる被疑事実が逮捕・勾留事実と同一

であるか否かは問わない。

（ｱ）死刑又は無期の懲役若しくは禁銅に当たる罪に係る事件

（ｲ）短期1年以上の有期の懲役又は禁銅に当たる罪であって故意の犯罪行為によ

り被害者を死亡させたものに係る事件

イ逮捕・勾留中の被疑者につき，弁論の併合により裁判員裁判で審理される見込

みのある裁判員裁判非対象事件について被疑者として取調べを行う場合も，アと

同様とする。

（2）検察官独自捜査事件（司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件）

【独自捜査類型】

逮捕・勾留中の被疑者につき，司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件

について被疑者として取調べを行う場合には，その録音･録画を行うものとする。た

だし， 当該事件と関連する事件が送致され又は送付されている場合であって，司法

誓察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が当該事件を送

致し又は送付することが見込まれているときは， この限りでない（改正後の刑事訴

訟法第301条の2第4項，第1項第3号参照)。

なお，この場合において，逮捕・勾留が検察官による逮捕によるものか否かは問わ

ず,取調べの対象となる被疑事実が逮捕･勾留事実と同一であるか否かも問わない。

（3）知的障害者に係る事件【知的障害類型】 ．

知的障害を有する逮捕・勾留中の被疑者で，言語によるコミュニケーションの能

力に問題がある者，又は取調官に対する迎合性や被誘導性が高いと認められる者に

つき，被疑者として取調べを行う場合には，その録音・録画を行うものとする。

（4）精神障害者等に係る事件【責任能力類型】
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逮捕・勾留中の被疑者で,精神の障害等により責任能力の減退･喪失が疑われる者

につき，被疑者として取調べを行う場合には，その録音・録画を行うものとする。

2裁判員類型及び独自捜査類型の除外事由

（1）個々の取調べについて，以下のいずれかに該当する場合には，取調べの全部又は

一部について録音・録画を行わなくてもよいこととする（改正後の刑事訴訟法第3

01条の2第4項参照)。

ア録音･録画に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により，録音･録画を

行うことができないとき

イ被疑者が録音･録画を拒んだことその他の被疑者の言動により，録音・録画を行

ったならば被疑者が十分な供述をすることができないと認められるとき

ウ取調べの対象となる事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成3年法律第77号）第3条の規定により都道府県公安委員会の指定を受け

た暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認められるとき

エイ及びウに掲げるもののほか,犯罪の性質，関係者の言動,被疑者がその構成員

である団体の性格その他の事情に照らし，被疑者の供述及びその状況が明らかに

された場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれ

らの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより，

録音・録画を行ったならば被疑者が十分な供述をすることができないと認められ

るとき

（2）裁判員類型のア及び独自捜査類型については，前記除外事由のいずれかに該当し

ない限り，法律上，録音・録画が義務付けられている（改正後の刑事訴訟法第301

条の2第4項）ので，留意すること。

また，逮捕・勾留中の被疑者を，弁論の併合により裁判員裁判で審理される見込み

のある裁判員裁判非対象事件について被疑者として取り調べる場合（裁判員類型の

イ）についても， これに準じて扱うこととする。

3知的障害類型及び責任能力類型（裁判員類型及び独自捜査類型に該当するものを除

く。）の除外事由

個々の取調べについて，以下のいずれかに該当する場合には,取調べの全部又は一

部について録音・録画を行わなくてもよいこととする。

（1）前記2(1)アないしエのいずれかに該当するとき

（2）公判請求が見込まれないとき（ただし，責任能力類型については，責任能力以外

の事情により公判請求が見込まれないときに限る｡）

（3）関係者の身体，名誉，プライバシー等の保護やその協力確保に支障を生じるおそ

れがある場合その他録音・録画を行うことが不適当であると認められるとき
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第2留意点

1 取調べの冒頭から録音･録画を行う場合には,やむを得ない事由があるときを除き，

供述人が取調室に入室する時点から録音･録画を開始することとし，録音・録画した取

調べの冒頭において，供述人に対し，適宜の方法で，録音・録画を開始していることを

告知することとする。

取調べの録音･録画を終了する場合には,供述人に対し録音･録画を終了する旨を告

知する時点又は供述人が退室する時点まで録音・録画を行うなどの適宜の方法により，

録音・録画の終了時点を明確にすることとする。

2裁判員類型のア及び独自捜査類型につき，除外事由に該当するとして録音・録画を

行わないとの判断をするに当たっては，決裁官に対し，前記判断について事前に報告

（取調べの状況によりやむを得ず事前に報告することができなかったときは，事後に

報告）するとともに，取調べ終了後，録音・録画を行わなかった理由を明らかにする報

告書を作成して事件記録に編綴するものとする。

3裁判員類型のアについては，司法警察職員が行う被疑者の取調べについても，前記

第1, 2(1)の除外事由のいずれかに該当しない限り，法律上，録音・録画が義務付け

られていることから(改正後の刑事訴訟法第301条の2第4項),誓察における録音・

録画が適切に実施されているかについても留意するものとする。

4知的障害類型及び責任能力類型について録音・録画を行うに当たっても，取調べの

適正を確保しつつ，事案の真相を解明することを念頭に置き，供述の任意性や信用性

等に関する立証責任を的確に果たし，適正な処分や裁判を実現する上で，取調べ状況

を客観的に記録することの重要性を意識し，できる限り広範囲な録音・録画を行うこ

ととする。
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(注） 内乱罪のうち，内乱首謀，内乱謀議参与及び内乱群衆指揮（刑法第77条第1項第

1号及び第2号前段）は,地方裁判所が裁判権を有しないことから裁判員の参加する

刑事裁判に関する法律第2条第1項に規定する事件には該当しないが，改正後の刑

事訴訟法第301条の2第4項による取調べの録音・録画義務の対象には含まれる

ため，実施対象事件にも含めており， この「取調べの録音・録画の実施対象事件等」

における「裁判員裁判対象事件」にはこれら内乱罪の一部も含む。
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1

別添2

取調べの録音・録画の試行指針

第1 試行の趣旨

取調べ状況の立証のために最も適した証拠は取調べを録音・録画した記録媒体である

と認識され,捜査段階における供述の任意性･信用性等をめぐって争いが生じた場合に，

同記録媒体による的確な立証が求められること等に鑑み，公判立証に責任を負う検察官

として，そのような立証ができるようにするため，取調べの真相解明機能を損なわない

よう留意しつつ，別添1 「取調べの録音・録画の実施対象事件等」に掲げるもの以外の事

件についても取調べの録音・録画を行うものとする。

I

第2試行対象事件及び試行範囲

1 逮捕･勾留中の被疑者につき，公判請求が見込まれる事件であって，事案の内容や証

拠関係等に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの，証拠関係や供述状況等に照

らし被疑者の取調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど，被疑者の取

調べを録音・録画することが必要であると考えられる事件について，被疑者として取

り調べる場合（別件勾留中の被告人につき，前同様の事件について被疑者として取り

調べる場合も同様とする｡）

2公判請求が見込まれる事件であって，被害者・参考人の供述が立証の中核となるこ

とが見込まれるなどの個々の事情により，被害者・参考人の取調べを録音・録画する

ことが必要であると考えられる事件の当該被害者・参考人を取り調べる場合

第3留意点

1 任意性・信用性等の的確な立証に資するよう，事案に応じて，取調べの全過程の録

音・録画を含め，様々な録音・録画を試みるものとする。

2個々の取調べについて，以下に該当する事情がある場合には，録音･録画を行わない

ものとする。

（1）録音・録画を行えば，供述者が十分に供述をすることができず，取調べの真相解

明機能が害される具体的なおそれがあると認められる場合

（2） 関係者の身体，名誉，プライバシー等の保護やその協力確保に支障を生じるおそ

れがある場合その他録音・録画を行うことが不適当であると認められる場合

3警察から送致又は送付された事件における取調べの録音・録画の実施については，

その旨を警察に連絡するなど，警察と緊密な連携を図るものとする。
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8

5－2最高検「取鯛ぺの録音・録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方
■

等について（依命通知) (2015年（平成27年) 2月12B)

－－－－－－－ー一一■■■ー4■■■一一■■■■■■ー－－－－4■■■ー－－－1■■■－－4■■■4■■■ーーｨ■■■ーー－－－ーー一一一ー一ーー－－－ーーー

最高検判第22号

平成27年2月12日

タ

検事長殿

検事正殿

次長検事伊丹俊彦

取調べの録音・録画を行った場合の供述証拠による立証の

在り方等について（依命通知）
１

昨年10月1日に,取調べの録音･録画を行う対象事件の範囲が拡大されたことを受け，

特に被疑者の取調べにおいては，相当数の事件において幅広く録音・録画が行われるよう

になりました。もちろん，取調べの録音・録画を行うか否かにかかわらず，真相解明のため

に必要な取調べを十分に行うことの重要性については， これまでどおり何ら変わるところ

はありません。その一方で，裁判員裁判においては，被告人質問が乙号証の取調べに先行

して行われるという運用が定着し，その結果，捜査段階の供述調書が証拠として採用され

ることが少なくなるとともに， この運用が裁判員裁判以外の裁判にも一部広がりつつあり

ます。また，捜査段階における被疑者や被害者の初期供述を的確に立証することが必要と

なる事案も少なくありません。

このような現状において，取調べの録音・録画を行った場合の供述証拠による立証につ

いては，検察全体として，その在り方等を模索していくことが必要と考えられます。そこ

で， これまでの立証の在り方等にとらわれず，いろいろなことを試みるという観点から，

当分の間，各庁の実情に応じ，下記の点に留意するよう，部下職員に対し，適切に指導願い

ます。

記

1 検察官調書の作成の在り方

検察官調書の作成については，取調べの録音・録画を行うか否かにかかわらず，真相解

明のために必要な取調べを十分に行うことを前提として，事案の内容，証拠構造,処理見

込みなどを勘案しつつ，常にその作成の目的を考え，作成の要否及び範囲を十分に吟味

Ｉ
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し，具体的必要性が認められる場合において作成することを基本とする。

2取調べの録音･録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方

（1）裁判員裁判対象事件については，第一次的には被告人質問によって立証を行うこと

とし，被告人質問の結果,公訴事実又は重要な情状事実について，被告人の捜査段階に

おける供述（以下「被疑者供述」という｡）による立証が必要となった場合には，刑事

訴訟法322条1項により供述調書を請求する以外に，事案によっては， より効果的

な立証という観点から，同項に基づいて，被疑者供述を録音･録画した記録媒体を実質

証拠として請求することを検討する。事案の内容，証拠関係,被疑者供述の内容等によ

っては，当初から記録媒体を同項に基づいて実質証拠として請求することを目的とし

て録音・録画を行っても差し支えない。

（2）裁判員裁判対象事件以外の事件については，被疑者供述の証拠としての採否に関す

る裁判所の取扱い等を勘案の上，被疑者供述による立証を，第一次的に供述調書によ

って行うか，あるいは被告人質問によって行うかを検討し，被告人質問によって立証

を行うこととした場合には， (1)と同様の対応をとることも差し支えない。

(3)録音・録画下で被害者・参考人の取調べを行った場合も，以上に準じる。
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5－3警察庁｢捜査手法,取調べの高度化プログラム｣(2012年(平成24年）

3月）

■■ ＝ー4■■■ーーー－－－ーーー■■■－－－－－■■■ーーーーー1■■■ーーーーーーー一一一一一ー■■■ーー1■■■－4■■■ーーーー一ーーーー－－ー

平成24年3月

警察庁

捜査手法，取調べの高度化プログラム

警察においては，国家公安委員会委員長が主催する「捜査手法，取調べの高度化を図るた

めの研究会」による最終報告（平成24年2月）に盛り込まれた提言を受け，適正手続の保

障を全うしつつ，犯罪を的確に検挙し良好な治安の維持に資するため，下記により，取調

べの録音・録画の試行を拡充するとともに，取調べの高度化・適正化，捜査手法の高度化等

を着実に推進する。

記

1 取調べの録音・録画の試行の拡充

供述の任意性，信用性等について取調べ状況の客観的な記録による的確な判断を可能

とするためには警察捜査においてどのような取調べの録音・録画の在り方が望ましいか

を検討することを目的として，速やかに，次のとおり，取調べの録音・録画の試行を拡充

する。

その際，取調べの録音・録画の在り方を検討するに当たり実証的資料を収集するため

には数多くの試行を積み重ねる必要があることを踏まえ，捜査等に支障が生じないよう

配意しつつ,積極的に試行を実施する。また,都道府県警察における試行の実施状況を踏

まえつつ，録音・録画機器の整備を促進する。

（1）裁判員裁判対象事件に係る試行の拡大

裁判員裁判対象事件に係る試行については，対象とする事件を否認事件等にも拡大

するとともに，逮捕直後に被疑者の弁解を録取する状況を対象としたり，同一事件で

複数回実施するなど，取調べの様々な場面を録音・録画の対象とする。

（2）知的障害を有する被疑者に係る事件における試行の開始等

知的障害によって，言語によるコミュニケーション能力に問題があり，又は取調べ

官に対する迎合性や被暗示性が高い被疑者の取調べについては，罪種を限定せず，試

行を開始し，可能な限り広く録音・録画を実施する。また，知的障害を有する被疑者に

ついて，その特性や取調べの在り方に関する調査研究を推進する。

2取調べの高度化・適正化等の推進

取調べにおいて真実の供述を適正かつ効果的に得るための技術の在り方やその伝承方

‐
０
‐
。
、
四

I

｛

1

I
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法について，時代に対応した改善を図るとともに；的確な捜査指揮等により捜査の一層

の適正化を図るため，次のとおり，取調べの高度化・適正化等を推進する。

（1）取調べ技術の体系化及び研修・訓練の充実

取調べ技術を体系的に整理し，取調べに従事する全ての警察官が一定レベル以上の

取調べ技術を習得することができるよう，次の取組を推進する。その際，取調べ技術の

習得が人間の心理の理解に基づいたものとなるよう配意する。

ア取調べの適正性を確保しつつ，真実の供述を得るための効果的な質問や説得の方

法，虚偽供述が生まれるメカニズムとこれを防止するための方策等を始めとする心

理学的な手法等を取り入れることにより，取調べ技術の体系化を図る°

イアの取組に当たり，相手方の年齢，性別その他の特性等に応じて真実の供述を適

正かつ効果的に得るための取調べ技術に関する調査研究を進め,その体系化を図る。

ウ諸外国において効果的に活用されている手法等を参考に，取調べ技術の向上及び

そのための研修・訓練の方法に関する調査研究を推進するとともに， これに必要な

体制の充実を図る。

エ実例に基づいたロールプレイング方式の研修・訓練を積極的に取り入れるなど，

取調べ技術を向上させるための実践的な研修・訓練の充実を図る。

（2）捜査指揮能力等の向上

取調べを始めとする捜査の一層の適正化を図るため，捜査主任官を始めとする幹部

による捜査指揮能力等の向上の観点から，次の取組を推進する。

ア捜査主任官制度の実効性の確保を図るなど，捜査指揮体制の一層の強化を推進す

る。

イ捜査指揮に関する研修等の充実を図るため，捜査指揮に当たる幹部に対し，ケー

ス・スタディを始めとする実践的な研修を実施するとともに，捜査主任官等を対象

とした定期的な講習を実施する。

ウ捜査力の底上げを図るため，都道府県警察の刑事任用科等における研修方法を体

系化し，捜査員に対する研修・訓練の充実を図る｡

3捜査手法の高度化等の推進

取調べ及び供述調書への過度の依存から脱却するとともに，科学技術の発達や情報化

社会の進展等に伴う犯罪の高度化・複雑化といった状況に的確に対応し，客観証拠によ

る的確な立証を図ることを可能とするため，次の取組を推進する。

(1)最終報告に盛り込まれた捜査手法の検討

「捜査手法，取調べの高度化を図るための研究会」による最終報告においては，捜査

手法の高度化に関し，社会の変化等に対応するとともに，過度に自白に頼ることなく

客観証拠により的確な立証を可能とするとの観点から，諸外国の制度等も踏まえ幅広
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く検討がなされた。その検討結果を踏まえつつ,警察捜査にとって有効であり，かつ，

相当と考えられる捜査手法の導入等に向け，次の取組を推進する。

アDNA型データベースを抜本的に拡充するための体制の充実等の取組を進める。

イ通信傍受の拡大について,立法上の措置も視野に入れ,関係省庁等と連携しつつ，

検討を推進する。また，技術的な問題を含め，通信傍受を行う環境の整備について，

関係省庁，事業者等との協議を推進する。

ウおとり捜査等をより実効的に行うため，警察官が身分を仮装して行う捜査の在り

方に関し，立法上の措置も視野に入れ，検討を推進する。

エ取調べの機能を補強するための方策の導入等，最終報告に盛り込まれたその他の

捜査手法に関し，関係省庁等と連携しつつ，検討を推進する。

(2)合理的・効率的な捜査を推進するための環境の整備

捜査上又は立証上必要な情報や証拠を迅速かつ確実に入手することによって犯罪の

追跡可能性を確保し，合理的・効率的な捜査を推進するための環境を整備する。

ア事業者に対する照会手続の合理化・効率化，事業者等が保有する情報の適切な期

間の保存等について，関係省庁，事業者等との協議を推進する。

イ最先端の科学技術を活用した捜査基盤の整備を推進する。

ウ鑑識技術や情報分析技術向上のための研修・訓練の充実を図る°

129



「捜査手法､取調べの高度化プﾛゲﾗﾑ｣ (平成24年3月）を踏まえ､取溺べ Im

憲麓蛮蹴駕篭鴛鰯照鰯駕篝: |上

三雛 鐸蹴
末…掌……"…麦緩瀞霊臺の金薗"脇…｜謎
北海道大学大学院仲真紀子教授(心理学)の助言を受け､取鯛べと関連する心理 ｜ 入
学の知見を取りまとめたものである。 I編

｜霊
l－

i"
lへ

lo
’二
}ぬ
｜柏
｜ 〃-、
｜ ‐H
｜罫
|"

l墓
’一

｜品
｜ 、-〃

取調べ

（基礎編）

』
四
○

平成24年12月

警察庁刑事局刑事企画課



目次 2取鯛べの計画と準備 ‘…･････････-‘･･･------‘･----------.. ...．‘･-･･ ‘･--‘･･･--.．

第2導入段階 一-----..--....-..---‘…．．‘…-‘･---------------------．･･･‘…一･･

1挨拶と初期の会話 一-----------------------------..----,.---..---‐

2取調べにおけるルール等の説明 ・・----------------------…,･----．

第3聴取段階 一----------------------‘･----･･････-------･･-..---------.. .．‐

1 話し手の役割の委譲 一-------------------------------..---..--‘･･･‐

2正確な情報を多く引き出すための工夫 一--..-----････-------..-････‘･･･・・

（1）質問の種類 一･･--------------------.,--..-一･･---‘･--..-．…･･-------・

ア自由再生質問 一一･･-一･･---…．． ‘･‘…･･--------------------..---．･･･

イ焦点化質問 一--------------..--…,･-----..--..--.･‘．．･･･---------・

ウ選択式質問 一･･苧--....--..---..-------------------------.--…-．

エはい．いいえ質問 一一･･--‘･････-…-．･･･-..-------------------･･--・・

（2）質問方法 一--------------…･･---.,．･･･-..--．･･･････------..----------‐

． （3）質問方法以外の工夫 一-----------..----..--..-一･･･．･-..--------‘…‐

ア想起を促すための工夫 ・・---..--..---------------------------‐

イ積極的な聴取姿勢を示すための工夫 ---…－．．．．．･･･････--..--...･････‐

（ｱ）促し ‐-..-..----------------.-----..-.．‘…---..-------------・

（ｲ）要約 一･･･‘････････-..,...-‘…--..-････--..----------------.．‘･-.-‘…’・・

（ｳ）聞き直し ．･------’｡?‘･･･････---....----‘･-------------...-‘･-･･･…･･･・

ウ取鯛官の態度 一----------....-..---..------------------------‐

3留意事項 一----------..-..-------－．．－．･ ‘･---..--..--------..---.．-..----‐

(1)複雑な表現 一一‘･---...･‘･-‘･-･･････----･･ ････--..------..-------…-..-‘･-･･･

（2）多重質問 一------------------..-.．‘･-．･･･--････････-..-..---‘･-‘･--------‐

（3）繰り返しの質問 一･･････一‘･--‘･-..---････---…･･-------------.．…一････

（4）特定の事実の存在を前提とした質問 一----------------....-‘･･･…

（5）脈絡のない質問 一-----------．･･･-‘･･, ‘･･･‘･-..--....-----...--．‘･------‐

第4確認段階 一---......----..-･･‘･--...,--････--------------------．･･･‘････一一一

1 更に詳細な聴取が必要な事項についての確露 一一･･一一･･一･･一･･--------‐

2手持ちの証拠等と矛盾する事項についての確認 一-----...．…‘･‘･････-‐

3捜査上、聴取が必要と考える事項についての確認 一-------.．･･･････････

（1）特定の事実の存在を前提とした質問 一----..---．･･･-------------‐

（2）仮脱に基づいた質問 ‘…‘･･･------..--------‘･-----.....-‘．．･･･------･・

4留意事項 一----------------.---．･･･----------------------．･･･‘．．･･･--‘．

12

14

14

14

16

16

16

16

16

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

20

20

20

20

21

21

22

22

22

22

23

23

23

第1章取調べと関連する心理学の知見 ・・----------------‘…------------‐

第1 妃億の過程と取調べ ・・-..-..--------･･･’･･一･･･････‘･･･--････-----....-..--‘･･･--‐

第2記憶の正確性、完全性に影響を及ぼす要因 ・…--..--------..-.．‘･･…．．

1 記銘段階一--..----------‘･･･--‘…--.,.--------------------.．--------‐

（1）体験・目撃の状況 ・・-....---．･･･--------------..-‘･--.,---------....---･

（2）情報の種類---…．．-･･-..---...-..--------------....---.----------･…

（3）体験・目撃時の心身状態等 一･･--‘…------------------..--･…一･･

2保持段階一-------..---．…-..--..-..---------------..--‘･-..-..---------‐

（1）保持期間の長さと情報の種類一・-----------------…･-----------‐

（2）事後情報による干渉 一----------..---･･---....--....-------－．．．．．．－．．－－‐

第3想起段階における工夫 ・---..-------------------．･･･---..-..----････････‐

1 想起への集中を高める手法一‘･-････--.．…------------.．･･･-‘･‘･--------‐

（1）挨拶や取鯛べの目的・進行等の説明 ・・…-..-------------･････-‘･---.

（2）適度な「間」の確保と相手方のペースによる想起一･･…--．…･----‐

（3） 自由に話をさせる ．．…, ･･-----..-----------‘･･･-....-----------..--..‐

2記憶を喚起させるための手法・･･･--..--．…-------..---,…-----------‐

（1）状況の心的再現・・-----‘…--…---..-..------..--…･…････-‘…---.

（2）全ての報告一-------.....--..-------------..-....-----------.….､-----

（3）逆向再生一-------------‘･･･‘･･･‘･----..----..---..--.．-..-,.--..---------‐

（4）細部記憶の補助．．‘･-..--..-----..-…-…-．‘･‘･-----------......-.--....-．

※被疑者取調べにおける虚偽自白 一-------..-…･･--------------.

1 虚偽供述の原因 ･･････-..--..---．’･･-,.--------------..-‘･‘･-．･･･----‐

（1） 自発型虚偽自白 ・・-..-..-------.----..-．･･･------------....-,...

（2） 強制・追従型虚偽自白 一･･------------..----．-----..------‐

（3） 強制・内面化型虚偽自白 一---.---‘．．･･･------------.･…--...

2虚偽供述の判別 一---..-‘･----------------･･---．･･･････････-----..-..

１
１
３
３
３
３
３
４
４
４
５
５
５
５
６
６
６
６
７
７
８
８
８
８
８
９

］
函
］

第2章心理学の知見を踏まえた取鯛べの基本的な手法 一---------------‐

第1 勉備段階一・一------------------------------------.-…-------‐

1 取鯛ぺに際しての心構え ‐-------------------------------------‐

(1)賭を聴く姿勢-…--------.---.----------------------------.

（2）共感的理解に基づく取鯛べ‐-----…-------------------------‐

※被疑者取調ぺにおける共感的理解 一-----------------------‐

'0

11

11

11

12

12

一 ー 一 ～＝ 毎一』 ←一＝凸バー



第1章取調べと関連する心理学の知見 記憶の正確性や完全性は、記憶の各段階において、種々の要因により影響を受

ける。取調べの相手方が情報をうまく思い出せないときには、この3段階のうち

のある1つの段階、あるいは複数の段階における「失敗」が原因となっている。

記銘及び保持の段階で正確な情報が記憶から失われていれば、想起の段階でこ

れを報告（供述）させることは困難であるが、どのような要因が記憶に影響を与

えたかについて知ることは、報告（供述）された情報の質（信頼性）を評価する

ことにつながる。

他方で、想起の段階においては、記憶の中に正確な情報が存在するにもかかわ

らず、それを思い出せない場合もある。この場合は、質問方法を工夫するなどし

て、正確な情報を得るよう努める必要がある。また、想起段階の質問の仕方によ

って、記憶の中にある情報を歪めたり、書き換えたりしてしまうこともある。

いずれにしても、取調べを効果的に行うためには、まずは、取調官が、記憶の

過程とその正確性、完全性に影響を及ぼす要因等の心理学の知見を理解しつつ、

これを踏まえた心理学的な手法を活用した取調べを行うことが必要である。

本章では、人間の記憶の過程や記憶の正確性、完全性に影響を及ぼす要因及び

取調べにおいて相手方から正確かつ多くの情報を報告（供述）させる方法等、取

調べと関連する心理学の知見について記載する。

第1 記憶の過程と取調べ

記憶の過程は、以下の3段階に分類される。

① 「記銘」

ある出来事を経験・目撃し、これを記憶する段階である。

② 「保持」

記銘した情報は、これを取り出す(思い出す)まで記憶として保持される。

一般に、記憶は、この段階において正確性や完全性を失っていく。

③ 「想起」

記銘・保持された情報を取り出す（思い出す）段階である。

取調べは、一面、相手方に想起を促す活動であるとも言える。

群
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【図1】記憶の過程と取調べ
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ていると指摘されているが、これは必ずしも子どもや知的障害者の証言が

信用できないことを意味するものではない。子どもや知的障害者の供述に

ついては、想起の方法を工夫することで、ある程度、記憶にある正確な情

報を引き出すことができるとされている。

2保持段階

保持段階では、記憶に記銘された情報の一部は変容することなく記憶に残

るが、ある部分は時の経過とともに変容したり損なわれたりする（忘却)。

記憶に影響を与える要因は以下のとおりである。

（1）保持期間の長さと情報の種類

忘却は、一般的に記銘後1日くらいまでに急激に進み、その後は徐々に

進行していく。ただし、記憶の対象となる情報の種類によっても忘却の進

行は異なり、例えば、声に関する記憶については、急速に同一性の確認が

困難になるが（24時間経過後の声の同一性確認には注意が必要｡)、顔に

関する記憶については、数週間から数か月後でも正確性が高いと言われて

いる。

（2）事後情報による干渉

保持段階に接する情報（事後情報）が、記憶を変容させたり、記憶の中

に全く存在しない事実を持ち込むことがあり得る。特に、記銘から長期間

が経過した後に情報が与えられた場合は、容易に記憶を歪め得る。

また、報道や取調べの際にも、事後情報による干渉は起こり得るので留

意する必要がある。

第2記憶の正確性、完全性に影響を及ぼす要因

1記銘段階

ある出来事が記憶として保持されるか否かは、その出来事を経験した時点

（記銘段階）において、その出来事にある程度の注意が払われているかどう

かに影響される。

また、記憶は、以下のように、体験・目撃の状況、情報の種類、体験・目

螺時の心身状態等によっても影響を受ける。

(1)体験・目撃の状況

出来事を体験・目撃する時間が長く、その頻度が高いほどその記憶は正

確になる。逆に、体験・目撃する時間が短く、その頻度が低い場合は、そ

の記憶が不正確になっている可能性に留意すべきである。

また、出来事の刺激の強さも記憶に影響する。その人にとって、刺激が

より強いものであればあるほど､記憶として保持される可能性は高くなる。

その他、非日常的なもの、動きのあるもの、他のものより目立っている

ものなど、知覚されやすいものは記憶に残りやすい。ただし、記憶に強く

残りやすいものであっても、そのことを正確に想起・報告できるとは限ら

ない。
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(2)情報の種類

時間や速度についての記憶は不正確な場合があると指摘されている。時

間については、特に心理的に負荷がかかった状況（ストレス状況等）にお

いては過大に（長く）評価される傾向があるとの指摘がある。

また、人物に関する記憶については、取調べの相手方と記憶の対象とな

る人物との類似性が影響する。例えば、同人種、同性別、同年齢層の人物

に関しては、そうでない場合より記憶が正確であるとされている。

【図2】記銘･保持の段階で記憶の正確性、完全性に影響を及ぼす要因

〆 ~、

影響を及ぼす要因記憶の段階

O体験･目撃の状況(時間の長さ等）

O備報の種類(時間、速度等）

O体験・目撃時の心身状態等
］｛ 記銘(3)体験・目撃時の心身状態等

ある出来事の体験・目撃中に感情的なストレスを受けた場合、その出来

事の中心的な事項（例えば、殺害の状況）については強く記憶に残るが、

そうではない事項（例えば、他の目撃者の有無）については、通常では記

憶されると考えられる事項であっても記憶されない場合がある。

また、アルコール類（飲酒）は記銘に関して負の影響を有するが、薬物

類の影響については薬物の種類や摂取量により異なり、一概には言えない。

なお、子どもや知的障害者は、健常の成人と比較すると記憶能力が劣っ

保持期間の長さ○
○
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第3想起段階における工夫

想起段階において、相手方が協力的であるにもかかわらず、 「記憶がない｡」

と答える場合は、相手方が記銘された情報を取り出すことができないことに原因

がある場合がある。

また、情報の正確性と量は、基本的には、一方を優先させると他方が犠牲にな

るトレードオフの関係にあるとされていることから、正確な情報を多く得るため

には、想起段階において、相手方の記憶を効率的に喚起するための工夫が求めら

れる。

以下、そのためのいくつかの手法を紹介するが、取調官は、これらの手法を状

況に応じて使い分けることが必要である。

’
【相手方の話を遮ることのデメリット】

し相手方の想起を遮断し、円滑な想起を妨げる。

惨事後の想起への集中を妨げる。

し供述の主体（話し手）が取調官に変わってしまう。

，相手方の取調官への信頼を失う。

(3)自由に話をさせる

選択肢による質問やはい．いいえで答えられる質問等は、出来事を想起

しようとする努力を阻害する可能性があるため、質問は相手方が自由に、

制限なく回答できる方法で行うことが望ましい。

また、選択肢による質問で得られる情報は、回答が取鋼官の発した質問

に関連するものに限定されることから、想定していなかった事実を掘り起

こす機会を失うおそれがあり、場合によっては選択肢の中に真実の答えが

あるものと相手方が思い込み､結果として勝導となるおそれもある。また、

選択肢による質問は、次々と質問を繰り出す必要が生じ、次に発するべき

質問を十分に考えられなくなる可能性がある。

なお、相手方が全てを話し終わった後に、情報の内容を明確にしたい場

合には、選択肢による質問やはい．いいえで答えられる質問等は有用であ

る。

1 想起への集中を高める手法

記憶を喚起する手法を有効に活用して取鯛ぺを行う際には、ラポール（心

理学において、取調べの相手方が想起に集中することができ、かつ、思い出

したことなど何でも話せる関係をいう。）を形成することが必要である。そ

のための手法として、以下のよう雄手法が提唱されている。

(1)挨拶や取調べの目的・進行等の脱明

多くの人にとって、警察で参考人等として取調べを受けることは非日常

の経験である。これに対する不安感を取り除くためにも、まず、取閥官が

自己紹介や挨拶を行うとともに、当骸取鯛べの目的や進行等について脱明

を行うなどして､相手方の不安感を取り除くよう努めることが必要である。

このように、相手方の不安感を取り除くことにより想起への集中を促す

ことができる。
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2記憶を喚起させるための手法

(1)状況の心的再現

ある出来事について、当時の現場及びその周囲の情景や様子、そこにい

た人物、あるいは、当時どのように感じたかなどを心の中で思い出すよう

に求める。情報が記銘されたときと同じ場所を訪れたり、同じ状況を再現

したりすると、その情報を再生しやすくなる場合がある。

また、天候、曜日、行事等の客観的な情報を活用し、特定の出来事と関

連させながら質問することも、記憶の喚起に有効であると考えられる。

(2)適度な「間jの確保と相手方のペースによる想起

取調べの相手方は、取調べ中、記憶を想起することに集中するよう強い

られている状態にあると言える。 したがって、相手方の想起を促すために

は、取鯛官は、ゆっ.くりと明確に話をすることや、相手方が想起している

問は適度な「間」を砲保することが必要である。

また、取鯛官が計画又は期待している話題の順序と異なる流れで相手方

が供述している場合であっても、安易に供述を遮ることはせず、相手方が

一旦話し終わるまで待った上で、新たに質問することが望ましい。

取調官が話を遮って別の質問をするなどした場合、相手方の記憶の想起

を中断させることとなるほか、 「また、思い出しているうちに何か聞いて

くるのではないか｡」などと相手方に予期させ、想起への集中を妨げ、結

果として多くの情報を得ることが困難になる。

(2)全ての報告

想起しようとする相手方にとって無関係と思われる事柄や、つまらない

と思える事柄、一部分しか記憶していない事柄でも、思い出したことは全

て話すように求める。人は､状況を描写する際に、重要でないと思ったり、

－6－－5 －



摩･ 【被疑者取調べにおける虚偽自白】 “，‘…'…'""'…'熱''~'…'…'篭
、 、

§記憶が正確であっても､取調べの相手方が意識的に虚偽の供述をする場合がミ
ミ《ある。 、

鷺一般的に、自己に不利益な事項について虚偽の供述をすることはないものとミ

§考えがちであるが､そのような事項であっても虚偽の供述(典型的な例が虚偽＃
§自白)をすることも十分にあり得る． 、、被疑者取調べにおいては､一定の容疑の下に取調べを行っているため､否認ミ
ミは虚偽で､自白が真実と思いがちであるが､事案の真相解明のためには､虚偽ミ

ミミ自白の可能性に留意しつつ､慎重に取鯛べを進める必要がある。 、

§ ミ
、

§’虚偽供述の原因 ミ

、 被疑者取調べにおける虚偽自白について､心理学においては以下のような＃§分類がなされている。 、
; (1憎蕊蕊罷白 §
§ 供述を強いられるような圧力を受けていないにもかかわらず､ ｢より重いミ
驚 罪が明らかになることを防ぐため｡｣、 『大切な人を守るため｡｣、 「悪名を得るミ
、 、

鳶 ため｡」等の理由から、自発的に虚偽の自白をする者がいる。 ミ

、 また､ ｢相手(取調官)によく思われたい｡』という強い欲求のために､取§
:調宵に黙鍵し“…をしてし薑ぅ…。 ‘ミ
、 ､

ミミ(2)強制･追従型虚偽自白 、
ミ 取調べ時の不快感や不安等により、不利益な事項を認めることによる当面ミ

ミ の利益(取調べの終了､釈放等)が将来の問題(起訴､受刑等)より重要で＃
§ あると判断した場合､真実でないと認識している不利益な事項を自白する者§

§ が懸合､被疑者取調べの相季方ば農白した繕果､将来起こり得る結末《
ミ について認識している場合もあると考えられるが､ ｢裁判になれば､いずれミ
ミ真実は明らかになるだろう｡｣、 「検事や裁判官なら分かってくれるだろう｡」§
、 ､

ミ 等と信じ､確かではない長期的な結末より目先の利益を優先してしまうこと§

§ がある｡なお､この種の虚偽自白は､弁謹人や親族との面会等によって､取§
§調べを受けている時に感じていた不快感や不安等が消滅した直後に撤回され＃
、 る可能性がある。 、
ミ §
、 、

ミ(3)強制．内面化型虚偽自白 §
、 、

ミ 被疑者取調べの相手方の中には､犯罪を犯したという記憶がないにもかか§

§ わらず､不安に満ちている､疲労している､混乱しているなどの場合に､そ！
§ の犯罪を自分が犯したと信じ込んで自白する者がいる。 、＃

不確かだと思ったりしたことは省略して話す傾向があるため、思い浮かん

だことを全て語らせることにより、重要な情報が省略されることを防ぐ効

果がある。

さらに、思い浮かんだことを全て語らせることにより、追加的な･勝報を

思い出す場合がある。

(3)逆向再生

出来事を時系列に沿って思い出したり、あるいは、時系列とは逆の順序

で思い出すように求める。また、最も印象に残っているところから語るよ

うに求めるなどにより、時系列では思い出せなかったり、言い落としたり

した情報を聴取することができる場合がある。

(4)細部記憶の補助

ある事柄の細部を思い出せない場合に、これを補助するため、取調官が

補助的な質問を行う。例えば、人の名前を思い出せない場合に、名前の長

さはどれくらいだったのか、最初の一文字は何であったのかなどを思い出

すよう求める。または、人や物を想起する際に、直接その対象を想起する

だけではなく、それと関連する人物や出来事を思い出すよう求める。この

場合、それを思い出した理由について説明を求めることにより記憧を喚起

させることができる。

］
．
四
画

【図3】想起段階における工夫

想起蕊の麹中を高鐡電毒憲
● ー＝一』 一 一

、
L

O挨拶や取調べの目的･進行等の鋭明

O適度な｢問｣の砿保と相手方のペースによる惣起

O自由に話をさせる
「

ゴ

正破な情報を多く得る ’
尾状況の心的再現(当時の状況を惣像しながら語らせる）

ーR

○全ての報告(思い浮かんだことを全て晤らせる）

O逆向再生(様々な順院語らせる）

kp細部記憶の補助(補助して細部を語らせる〉 一㎡」
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第2章心理学の知見を踏まえた

取調べの基本的な手法

この種の虚偽自白は、

伝犯行を犯していないことについての明確な記憶がない

し犯行時間に自分がしていたことの記憶がない

し取澗べ開始時には自分が犯罪を犯していないことの確信があったが取

調官の暗示により確信が揺らいでしまう

ことがその原因として指摘されており、取調べの相手方が、無実であるこ

とを自分自身で確信するか、自分自身の自白を疑うようになって初めて、

自白を撤回する傾向がある。
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第1章に記載のとおり、心理学の研究によると、出来事の記銘から想起までの

期間、想起段階における質問の形式、質問に含まれる情報等の様々な要素が、参

考人等の取調べの相手方の記憶に影響を与え、記憶の正確性や完全性を低下させ

るとともに、取調官の態度等によっては、虚偽の供述を生むおそれがあるとされ

ている。

他方で、心理学の知見を踏まえた手法を用いて、取調べを実施した場合には、

正確かつ多くの情報を得ることができるほか､取調べに非協力的な者に対しても、

意思疎通を促進することにより供述を促すことが期待できる。

そこで、本章では、このような心理学の知見を踏まえた取調べの基本的な手法

を紹介する。なお、ここで紹介する手法は、取調べの相手方（目撃者等）から正

確な情報を可能な限り多く入手するとともに、虚偽の供述を防ぐことを目的とし

た手法であり、否認・黙秘する被疑者から自白を得ることに主眼を匿いたもので

はないことに留意する必要がある。

以下、取調べの各過程を、

し準備段階（取調べに臨む前の段階）

し導入段階（取調べの初期段階）

し聴取段階（相手方の話を聴く段階）

惨確認段階（内容を確認する段階）

の4段階に分類し、それぞれの段階における取調べの基本的な手法について説明

する。

【図4】虚偽自白の原因

、
〆

(壁製寧竺』自.発型虚偽自白 Oより重い罪が明らかになることを防ぐため
O大切な人を守るため
O悪名を得るため
O相手に好かれたいから

■
■
■
■
１
１
１

掴OI 蓮継瞥“ ｝
強制･追従型

虚偽自白
当面の利蓑（取調べの終了、釈放等)が、将来の問題
（起脈、受刑等）より重要であると判断する
rいずれ真実は明らかになるだろう』
「弁瞳人が虚偽を是正できるだろう』

凸一画一一一一一一一一司一

』
四
ｍ

1
I
登制・内面化型
虚偽自白

O不安に満ちている、疲労している、混乱しているなどの
墹合に、
・犯行を犯していないことについての明砿な毘憧がない

・犯行時間に自分がしていたことの紀憧がない
・取餌ぺ閲始時には自分が犯罪を犯していないことの破値があったが
取鯛官の暗示により誼侭が揺らいでしまう

ー一睦一
可 一一

2虚偽供述の判別

虚偽供述を判別するサインとして、一般的に挙げられる行動上の徴表（例

えば、視線をそらす、手や足を動かす、自分の体に触れる）は、緊張を示す

サインとしてはあり得るが、そのまま虚偽を示すものとして判断することは

適切ではない。また、万人に共通する虚偽を示すサインは、これまでに見い

出されてはいない。

これらの行動上の徴表に基づく虚偽供述の判別は基本的には偶然レベルと

同じであるという報告もあり、行動上の徴表に基づいてのみ判別することは

困難であることを認識すべきである。

したがって、虚偽供述（自白）を判別する場合は、取調べ全体の流れや話

の整合性、客観的証拠、それまでの取調官の経験等を加味しつつ、総合的に

判断すべきである。
~／蝉／…〃~/~'~〃…／…／…〃…／…／~グー／…／~／~／…／…／…/“

【図5】 取調べの過程

I準鴬段粛(取鯛べに臨む前の段階）
』し

[導入陵繭(取調べの初期段階）

Ｊ
１

北

[■取段■(相手方の話を聴く段階
1卜

l■屋殿菌(内容を確認する段階）二画
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(2) 共感的理解に基づく取調べ

「共感的理解」とは、同情とは異なるものであり、一言で言えば、相手

方の言い分や心情を「相手の立場に即して聴く』ことによって、相手の感

情、要求、悩み等を理解することであるが、 「共感的理解」は、心理学的

にも面接（取調べ）の基本的な条件であると考えられている。

ただし、共感的理解を持つことは、親兄弟、友人のような親密な関係に

なることではない。極度に親密な関係性を築くことは相手方の迎合性を高

める可能性もあることから、あくまで『個人対個人」 としての客観的、中

立的な立場を維持することが求められる。

第1 準備段階

1 取調べに際しての心構え

(1) 話を聴く姿勢

取調べに当たり、取鯛官は、正確な情報を多く入手するため、虚心坦懐

に相手方の話に耳を傾けるという姿勢がまずもって重要である。

取鯛官は、過去の事件捜査の経験、捜査情報等に基づき、事件について

の仮説や持践を取調べ前に形成していることが多い。 しかし、取調官の仮

説と持論に固執した取鯛べは、それに該当する情報のみに注目し、それと

は異なる相手方の話を遮ったり、相手方の話した情報を無視するなど、話

題や質問の柔軟性が失われがちとなり、相手方から得られるはずの重要な

情報が無視あるいは見落とされるおそれがある。

また、取鯛官と相手方とのラポールが形成されていない段階において、

取調べが断定的、一方的、性急であるなどの印象を与えてしまった場合に

は、相手方が取鯛官に対して否定的な感情を持ってしまい、必要な供述を

得ることが困難になる。

さらに、取調官が相手方に対して否定的な感情を有している場合は、取

調べ過程における相互理解や信頼を損ね、取調べにとっては有害となる場

合があることも指摘されていることから、取調べに当たっては、相手方の

立場を理解し、思いやりをもって臨むことが必要である。

霊議驚声縣鮒鯛’
@lo取調官が被疑者の身上･感情を理解した 、

§○取鯛官が被疑者の人格を罷めた §
、 、

ミ○被疑者が取鯛官を信頼した §

iなどが被疑者の自供を促進した要因として挙げられているが､これらは､共感i
§的理解に基づく取鯛ぺの重要な要素である。 、i
、 したがって､被疑者取調べに当たっては､被疑者の話をよく聴き､被疑者の§§内面を理解し､被疑者との信頼関係を構築することが必要である。 、
3－/－，－，－，－…,－，－，…,~一一,…－，－＝,－，－，－，』

］
四
コ

【ラポールを形成するためのポイント】

し取鯛ぺの最初から、相手方によい印象を与えること。

昼 「取調官と供述人」ではなく、 「個人対個人」の関係を構築

すること。

少相手方の心理状態に配意すること （特に、取鯛ぺを開始するに

当たっては、取調べが、相手方にとって非日常の体験であること

に留意すること｡)。

似必要に応じ、刑事手続の概要を脱明すること。

し取鯛ぺに当たり、その目的を脱明すること。

修当咳取調べの流れ（どのようなことを聴取するのか｡）につい

て脱明すること。

2 取調べの計画と準備

取調べは、事前に綿密な計画を立てて臨むことが必要である。

捜査は限られた時間の中で行わなければならず、時間的な余裕がない場合

も考えられるが、取鯛べの計画と馳備は可能な限り綿密に行うべきである。

取鯛ぺの計画と準備が入念に行われれば行われるほど、取鯛官は、得られ

た供述（情報）の整理に集中できるほか、取鯛べが淀みなく進行することか

ら、相手方の記憶の想起を促進するとともに、取鋼官に対する信頼を得るこ

とができる。

なお、相手方は、被疑者、参考人にかかわらず、犯罪等の直後には、感情

的に興奮した状態に陥りやすく、出来事を不完全にしか供述できないことが

多い。こうした場合には、緊急の取鯛べが必要な場合は別として、相手方が

落ち着くまで待ってから取調べを行うことも考慮すべきである。

＄
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第2導入段階

導入段階は、取調べの成否を決定し得るといえるほど重要なものである。この

段階では取調官と相手方とのラポールを形成することを主目的として、以下のよ

うに取調べを進める。

【図6】準備段階
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O共感的理解に基づく取調べ

．鱈蔚躍腱凝態懸饗こ即じて聴く』ことによって、

1挨拶と初期の会話

取調べを受ける者、とりわけ目撃者等の参考人にとっては、そのこと自体

が非日常の体験である。人は一般的に予期できないことにおそれを感じるこ

とから、取調べに際してもストレスを感じ、不安を抱いていることが多く、

そのことが想起への集中を妨げ、意思疎通を困難にする。 ．』

したがって、取調べを円滑に進めるためには、まず、取調官は名前を名乗

り、自己紹介した上で、相手方に対して名前で呼び掛けて挨拶することなど

によって、 「取調官と供述人」の関係から、 「個人対個人」としての関係を

構築するよう努めることが必要である。

続いて、まずは、事件とは直接関係のない会話・質問等をしながら、相手

方が話しやすい雰囲気を作り出すよう努めるべきである。この時､取調官が、

自分自身のことを話すことは相手方の自己開示を促し、意思の疎通を促進す

ることから、支障のない範囲内で、取調官個人の話も交えて会話を進めるこ

とも効果的である。

なお、相手方に対して呼び掛ける場合には、名前で呼び掛けることが基本

であるが、相手方が話しやすい雰囲気や関係を作るという観点から、個々の

ケースに応じて工夫する必要がある。

取調べに際しての
心構え

4 ロ里

「

O取調べの目的･目標

○取調べの時間､場所
○相手方の身上事項

O情報の整理､手持ち証拠の分析
○必要とする情報の明確化､予想さh,る弁解(相手方
が被疑者の場合）
O話題の検討と質問内容
O関係法令

L

取調べの計画と準備

Ｌ

堅 〆 【 『

岸
函
、

2取調べにおけるルール等の説明

取調べの相手方に対しては、自分が、その取澗べにおいて何を求められて

いるかを説明し、続いて、当該取調べの流れや、関係する刑事手続について

説明するなどして、相手方の不安を取り除き、取調べに集中できる環境の整

備に努めるべきである。

続いて、取調べにおけるいくつかのルールを示す必要がある。 、2これによ

り、相互に共通の認識を持って取調べが進行することとなるほか、事後情報

*1 被疑者取調べの場合は、強い不安が虚偽自白を招き得ることにも留意する必要がある。

*2被疑者取調べにおいては、取調べに先立ち、 「話したくないことは話す必要はない（自己の

意思に反して供述する必要がない｡)｡」旨（供述拒否権）の告知を行わなければならないこと

は当然である。

‐13－ －．14－



による記憶の変容や、虚偽供述の防止に資する。 第3聴取段階

1話し手の役割の委譲

導入の後､相手方である参考人等から事件について聴取することとなるが、

聴取される者は、通常、取調官の働き掛けを待つ「受け身」の姿勢でいるこ

とが多い。

取調べにおいては、まずは相手方に自由に語らせ、取調官は、適時適切な

質問により会話をコン1､ロールしていくことが必要であ.るが、そのためには

取調べにおける「話し手」の役割を相手方に委ねることが必要である。

以下は取鯛べにおけるルールの例である。

，自分では、些細であったり関係ないと思うことであっても、思い出し

たことは全て話すこと。

シ自分の体験か、他人から聞いた話であるかを区別して話すこと（実体

験と伝聞を区別することにより、記憶の変容や混乱を防ぐ｡)。

し質問されても答えが分からない場合は、分からない旨正直に答えるこ
と（推測して答えないこと｡)。

伝本当のことを話すことは、とても大切だということ。 2正確な情報を多く引き出すための工夫

取鯛官は、相手方に対して適切に質問することにより、相手方の想起を促

し、正確な情報を多く引き出すよう工夫しつつ、取調べを進める。

(1)質問の種類
【図7】導入段階

ア自由再生質問

相手方が自由に、制限なく回答できる質問方法である。 「話してくだ

さい｣、 『説明してください｣、 「描写してください」等の質問方法を用

いる。正確な記憶の想起とより多くの情報を相手方自身の言葉で得るこ

とが期待できる。

『○名前を名乗り､自己紹介する

○相手方に対して名前で呼び掛けて挨拶する

○事件とは画妾関係のない会話･質問等をする

』
“
① 挨拶と初期の会話

I
I

l

両
h－－－－－‐一口 F－4丁 一 ＝ ■ q■r一

｢○取調べの流れや､関係する刑事○取調べの流れや､関係する刑事
〆 ~、

手続につL
明する

【自由再生質問のメリット】

し取調官の質問の範囲に限定されない幅広い情報を得ることができ

る。

少相手方が自分のペースで想起し、自分の言葉で供述することがで

きる。

し相手方により深く想起を促すことができ、これが記憶を刺激する

場合がある。

似取調官の暗示・誘導や質問に限定的な選択肢を示さないことによ

って、記憶が汚染される可能性が少ない。

伝供述内容から相手方の知的能力、特性等を把握することができ、

その後の取調べの進行に資する。

ｒ
ｌ
Ｏ
■
Ｏ
Ｉ
０
９
ｄ
ｌ
Ｕ
６
Ｊ
６
■
１
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口
８
１
●
１
１
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○ルールの説明

．思い出したことは全て冒討こと

・実体験と伝聞を区別して話すこと

ロ

０
ｌ
ｂ 取調べにおける
ルール等の説明

U

質問さｵTても答えが分かEない場合は､分から

ない旨正直に答えること

本当のことを言討ことはとても大切だということkノL
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うな質問を用いることは適当ではない。

イ焦点化質問

「いつ｣、 「どこで｣、 「誰が｣、「何を｣、 「どのように｣、 「どうした」（い

わゆる六何の原則）を尋ねる質問である。

なお、焦点化質問は、一般に、 「いつ」との問いには時期、 「どこ」

との問いには場所しか回答が得られないことから、焦点化質問により回

答が得られた場合は、再度、自由再生質問により多くの情報を得るよう

努める必要がある。

(2)質問方法

相手方から話を聴く段階では、全てを自由に語らせるため、まずは、回

答の範囲に制約を設けない自由再生質問を用いるべきである。

しかし、自由再生質問のみで取調べを行った場合、相手方が記憶してい

る情報を相手方自身の言葉でより多く引き出せる一方、事件を立証するた

めに必要な情報としては不十分なことがあり得ることから、その場合は、

焦点化質問、選択式質問及びはい．いいえ質問により、焦点を絞りつつ、

取調べを進める。ウ選択式質問

比較的狭い範囲の回答だけを許すもので、これによって得られる回答

は、通常、単語又は短い句になる。

選択式質問は、取調官が知りたい事実に焦点を絞った取調べを可能に

するが、正しい選択肢が示されていない場合であっても、相手方は「選

択肢の中に正解があるのではないか｡」と誤解し、自らの記憶にない事

実であっても、選択肢のうちの一つを選択してしまうことがある。

したがって、選択式質問を用いる場合は、提示した選択肢以外の回答

があ．り得ることを伝える必要がある。

【図8】質問の方法

I ！基本は自由再生質問
回答の自由度

巴一遍

’］
心
○

|卜【選択式質問のデメリット】 ・

惨一般に、相手方は、聴かれたことにしか答えないことになり、相

手方が主体的に取調べに参画する姿勢を構築できない。

'得られる情報は、基本的に事前に取調官が持っている情報の施囲

内にとどまる。

似相手方が、取調官が与えた選択肢に誘導され、正確な情報が得ら

れないおそれがある。

し相手方に自発的に話してもらえないため、会話が展開できず、ラ

ポールの形成が困難になる。

記i ,’ ’はい。いいえ質問
ユーーーニーーr－

(3)質問方法以外の工夫

ア想起を促すための工夫

必要に応じ、相手方の想起を促し、正確な情報を多く引き出すための

工夫として、第1章第3の2に記載の記憶を喚起させるための手法を用

いて取調べを進める。 ．

エはい．いいえ質問

はい．いいえで答えられる質問は、暖味な部分についての確認を求め

る場合には適していると言える。

他方、答えが基本的にはい．いいえになることから、得られる情報も

限定され、出来事について全てを自由に話してもらいたい場合にこのよ

イ積極的な聴取姿勢を示すための工夫

関心を持って相手方の話を聴くという積極的な聴取の姿勢を示すため

に、次のような工夫を用いると効果的である。

(ｱ）促し

－17‐ －18－

自由再生質問 AについてK舌をして下さい。

選択式質問
Aですか､Bですか、
それ以外ですか？

Aですか？



それがあることから、取調官は、落ち着き、冷静な声で、ゆっくりと話

すよう心掛けるべきである。

促しとは、 うなずいたり、相づちを打ったり、相手方が言ったこと

を繰り返したりするなど、暗示的な言動は避けた上で、相手方の話に

興味を持っていることを伝え、話すことを促進することである。
【図g】質問方法以外のエ夫

(ｲ）要約

要約とは、相手方の供述の要点を「～ということですね｡」 と簡単

に取りまとめることである。これにより、積極的な聴取姿勢を示すこ

とができるほか、供述内容についての取調官の理解が合っているか、

相手方に確認することができる。

他方、要約した場合、無意職的に供述を誘導してしまうこともある

ことから、要約の際に用いる言葉は、できるだけ相手方が使った言葉

を用いることに留意する必要がある。

【要約のメリット】

伝供述を訂正又は明確にする機会を相手方に与えることができる。

伝供述内容を取調官が正確に理解することに資する。

し供述により得られた情報を整理し、その後の供述調書の作成を行

いやすくする。

伝発言が理解され、関心を持たれていることを確認させることによ

り、更なる相手方の供述を促すことができる。

戸非協力的な相手方が、事後に発言の意味を変更し、捜査を混乱さ

せることを防ぐことができる。

3留意事項］
心
』

(1)複雑な表現

質問の言葉遣いは、相手方に応じて対応すべきであるが、一般に複雑な

表現は避け、平易な表現を用いることに留意すべきである。

(2)多里質問

複数の事実について同時に尋ねる質問は、どの質問に回答してよいか不

明確であるほか、相手方にとって、一つの質問への回答を想起しながら別

の質問内容を覚えなければならず、想起への集中が困難になるため、でき

る限り避けるべきである。

(ｳ）聞き直し

聞き直しとは、繰り返しとよく似ているが、相手方の言葉の意味が

必ずしも明確でない場合に、誤解を防ぐことができる。繰り返しと同

様、聞き直すことによって積極的な聴取姿勢を示すこともでき、相手

方の話を促すことができる。 (3)繰り返しの質問

既に答えた事柄について、再度同じ質問を繰り返した場合、最初の答え

は取鯛官が望んでいたものではないと考え、同じ質問に対しても違う答え

をしてしまう場合があることから､同じ質問の繰り返しには注意を要する。

相手方が質問の意味を取り違えていた場合でも、同じ文言で質問を繰り

返すことなく、質問の仕方が悪かったかもしれない旨を伝えた上で、言い

方を変えて同じ内容を聴くようにする必要がある。

ウ取鯛官の態度

取調官が落ち着いた態度で臨めば、相手方も同様に振る舞い、想起や

意思疎通の障害となる負の感情を抑えることに資する（これをミラー効

果という｡)。

逆に、取調官が冷艀さを失った取鯛ぺをすれば、相手方も興恋するお
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想起を促すための工夫
(図3参照）

O状況の心的再現

O全ての報告

O逆向再生

O細部配憶の補助
q

積極的な聴取姿勢を
示すためのエ夫

O促し(うなずき、相づち

繰り返し）

O要約

○聞き直し

取調官の態度
○落ち着き、冷静な声で、

ゆっくりと話す



第4確罷段階

一通り相手方に自由に供述させた後、取鯛ぺの計画と供述内容を比較して、

し供述内容が暖味であるなど、更に詳細な聴取が必要な事項

医手持ちの証拠等と矛盾する事項

し相手方の供述の中で語られなかったが、捜査上、聴取が必要と考える事項

等について硫潔を行う必要がある。

(4)特定の事実の存在を前提とした質問

特定の事実の存在を前提とした質問は、相手方にそのような記憧がない

場合であっても、その事実を前提とした供述をさせてしまう場合があるこ

とに留意する必要がある。

(5)脈絡のない質問

脈絡のない質問は相手方を混乱させるとともに、取鯛官への信頼を損な

わせ、取鯛べの円滑な実施を妨げる。また、記憶の想起の促進という点か

1 更に詳細な聴取が必要な事項についての確閉

供述内容が暖昧であるなど､更に詳細な聴取が必要な事項がある場合には、

焦点化質問、選択式質問及びはい。いいえ質問によって、輪点を絞りつつ、

確認を行う。また、このような質問により必要な回答が得られた場合は、再

び自由再生質問に戻るべきである。

らも、脈絡のない質問は適当でない。

2手持ちの旺拠等と矛盾する事項についての確認

相手方の供述内容が手持ちの証拠等と一致しない場合は、その矛盾点につ

いて更なる脱明を求める必要があるが、その場合でも、断定的、一方的に問

い鮪めることのないよう留意すべきである。この際、手持ちの旺拠等を相手

方に示すタイミングについては留意が必要である。 ．，』
心
唖

3捜査上、聴取が必要と考える事項についての確認

相手方の供述の中で語られなかった事項についての確露は、再度自由再生

質問等の基本的な質問方法で行うが、それでも語られない場合には、事案に

応じ、以下の方法で確認する。ただし、この方法を用いて何かが語られたな

らば、それについて自由再生質問を用いる基本的な方法に戻り、相手方自身

の言葉で更なる脱明を求めることが必要である。

傘3 手持ちの柾拠等を被疑者に示すタイミングについては以下の点に留意すべきである。

まず、…ちの証拠等を被疑者に示すことは、 （鉦拠があるなら見せてほしいという）被疑

者の欲求に応えることとなり、取潤ぺを円滑に進める要因となり得るものといえる。また、

被疑者によっては、証拠を示すことにより、もはや罪から逃れられないことを悟り、供述を

始める場合もある。

他方、捜査側に証拠がないと確伯を持っている被疑者や、取潤ぺを受けた経験が多く、取

調べに際して緊張や不安が小さい被疑者の堀合辱には、安易に証拠等を提示することで、弁

解の口実を与えてしまうなど、逆に取閥ぺを困鮭にする要因となってしまう場合もある。こ

のため、手持ちの鉦拠等を相手方に示すタイミングについては、被疑者の特性や心理状態、

証拠の質や丑を十分に検討して絶合的に判断する必要がある。
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(1)特定の事実の存在を前提とした質問

取鯛官が持っている客観的情報に基づき、相手方に対して特定の事実を

当てる。この場合、それが記憶にない事実であっても、相手方がその事実

を前提として供述する場合があるから、その内容について自由再生質問で

詳細を聴き取ることが必要である。

(2)仮説に基づいた質問

捜査上、確認しておくべき情報について、これを裏付ける客観的証拠が

ない場合は、仮説に基づいた質問を行う （ただし、複数の仮説を考慮する

こと｡)。この場合、仮説に基づく誘導・暗示を防止するため、必要と考

える事項について、簡潔に質問することが重要である。

4留意事項
さいざ

取澗官の感情的、横柄、威圧的、猜疑的な態度は、相手方が取調官に対し

て否定的な感情を持つ原因となり、これによって取調官への不信感が生まれ、

円滑な意思疎通が妨げられるおそれがあることから、回避するように心掛け

るべきである。 。，

』
心
函

【図10】確麗段階

‐．

‐

.4 特に被疑者に対しては、例えば、直接の犯行状況については露りたがらない場合であって

も、供述しないことがむしろ不自然な賭題について質問し、得られた供述相互の矛盾を突く

ことにより真の自白が得られることもあるので、粘り強く質問を続けることが肝要である。

－23－ －24－

グ
ロ
ー

■
《
、
一

』
一ﾄー ニ 蛤 . P q 4 ･■ L q 畠呼 q ･ 一宇 ■ゴーー■=L 里 ‘プマローー 齢

一一甲■ b← ｰ

－通り自由に供述させる

更に詳細な聴取が必要な
事項についての確駆

O熊点化質問、選択式質問、はい。いいえ質問．

O回答が得られたら自由再生質問に戻る．

手持ちの胚拠等と矛盾する
事項についての確麗

手持ちの鉦拠等を示すか否か

情粗欲求を溝たすことで．

庖凪疎通が円舟になる可陸
性がある．

緊璽や不安が小さい彼疑宕

等の堀合は．弁館の口実を
与えるなど逆効果．

捜壷上、駒取が必要と考え
る事項についての砿麗

O特定の事実の存在を前提にした質問、仮脱に基づい
た質問(ただし、複数の仮脱を用窓．）

O回答が得られたら自由再生質問に戻る．
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5－5警察庁『取調べの録音・録画について」 (2019年（平成31年)4月2

6日）

一一ーー一一一一.■■■－1■■■一一一q■■■1■■■1■■■一・■■■■■■■■■－4■■■，■■■－4■■■1■■■｡■■■－－1■■■ー，■■■ー'■■■ー－－－－－－－－－－－一一ーー一

警察庁丙刑企発113号
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（参考送付先）

各附属機関の長

各地方機関の長

庁内各局部課長

■ p

1 ．

1

I

も
り
弔
凸
４

1 ．．1

警察庁刑事局長 ●
心
■
ｐ
０
■
１
０
甲

取調べの録音・録画について 』

この度，平成31年6月1日から，刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成28年法律

第54号）が施行され，同法による改正後の刑事訴訟法（昭和23年法律第131号。以下

「法」という｡）第301条の2の規定により，取調べの録音・録画制度（以下単に「録音・

録画制度」 という｡）が導入されることとなった。

また，犯罪捜査規範及び通信傍受規則の一部を改正する規則（平成31年国家公安委員

会規則第6号）による改正後の犯罪捜査規範（昭和32年国家公安委員会規則第2号。以

下「規範」という｡）により，逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合に

取調べを行うときなどに，被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法に

より記録媒体に記録（以下「録音・録画」 という｡）するよう努めなければならないことと

なった。

そこで，録音・録画制度及び録音・録画の努力義務の概要，運用上の留意事項等について

下記のとおり示すので，各位にあっては事務処理上遺漏のないようにされたい。

なお， 「取調べの録音・録画の試行指針の制定について」 （平成28年9月15日付け警察

庁丙刑企発第63号）は，本年6月1日をもって廃止する。

記

1 録音・録画制度の概要及び運用上の留意事項（法第301条の2及び規範第182条

の3第1項関係）

（1）録音・録画制度の概要

ア，制度対象事件
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（ｱ）死刑又は無期の懲役若しくは禁銅に当たる罪に係る事件

（ｲ）短期1年以上の有期の懲役又は禁銅に当たる罪であって故意の犯罪行為により

被害者を死亡させたものに係る事件

イ録音・録画義務

アに掲げる事件について，逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うと

き又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは， ウ(ｱ)から(工)のいずれかに該当す

る場合を除き，録音・録画しなければならない。

ウ例外事由

（ｱ）記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により，記録をすることが

できないとき。

（ｲ）被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により，記録をしたならば被

疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

（ｳ） 当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第

77号）第3条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員

による犯罪に係るものであると認めるとき。

（ｴ） （ｲ)， （ｳ)に掲げるもののほか，犯罪の性質，関係者の言動，被疑者がその構成員

である団体の性格その他の事情に照らし，被疑者の供述及びその状況が明らかに

された場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれ

らの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより，

記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

エ検察官の証拠調べ請求義務

制度対象事件について，検察官は，法第322条第1項の規定により証拠とする

ことができる書面であって， 当該事件についての取調べ（逮捕又は勾留されている

被疑者の取調べに限る｡）又は弁解の機会（以下「取調べ等」という｡）に際して作成

され，かつ，被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場

合において，被告人又は弁護人が，その取調べの請求に関し，その承認が任意にされ

たものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは，その承認が任意に

されたものであることを証明するため， 当該書面が作成された取調べ等の開始から

終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況をイにより記録した記録媒

体（以下「録音・録画記録媒体」という｡）の取調べを請求しなければならない。た

だし， ウの例外事由に該当することによりイによる記録が行われなかったことその

他やむを得ない事情によって当該録音・録画記録媒体が存在しないときは， この限

りでない。

検察官が上記義務に違反して,録音･録画記録媒体の取調べを請求しないときは，
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裁判所は，決定で， 当該書面の証拠調べの請求を却下しなければならない。

(2)録音・録画制度運用上の留意事項

ア録音・録画すべき取調べの範囲

録音・録画制度では,逮捕又は勾留の理由とされている被疑事実（罪名）が制度対

象事件であるか否かを問わず，逮捕又は勾留されている被疑者の取調べが制度対象

事件についてのものである場合には，司法警察職員に録音・録画の義務が課せられ

る。

したがって，制度対象事件以外の事件で逮捕若しくは勾留されている被疑者を取

り調べるとき又は制度対象事件以外の事件で逮捕されている被疑者に対し弁解の機

会を与えるときであっても，取調べが制度対象事件に及ぶ見込みがある場合につい

ては録音・録画を行うこと。

イ例外事由の適用

例外事由に該当するか否かは，第一次的には捜査機関が，その取調べ等の時点を

基準として，それまでに収集した証拠や把握した事実関係， 当該取調べ等における

被疑者の供述等に基づいて判断することとなる。

当該判断は，公判において裁判所の審査の対象となり得るが，例外事由適用後に

判明した事情は考慮されないことに留意すること。
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2精神に障害を有する被疑者に係る取調べ等の録音・録画（規範第182条の3第2項

関係）

（1）録音・録画の努力義務

警察官は,逮捕若しくは勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であって，

その被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは，必要に

応じ，取調べ等の録音・録画を実施するよう努めなければならない。

（2）実施判断

「精神に障害を有する」被疑者とは，知的障害，発達障害，精神障害等，広く精神に

障害を有する被疑者のことをいう。

「必要に応じ，取調べ等の録音･録画を実施するよう努めなければならない」と規範

に規定された趣旨を踏まえ，上記の障害を有する被疑者であって，言語によるコミュ

ニケーション能力に問題があり，又は取調べ官に対する迎合性や被誘導性が高いと認

められるものについては，事件における証拠関係，被疑者に与える精神的負担や供述

への影響等を総合的に勘案した上で，可能な限り広く取調べ等の録音・録画を実施す

ること。

なお，発達障害を始め，障害の中には，専門家による判断も難しいものがあり，診断
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に相当の期間を要するものもあることから，被疑者の障害の有無に係る判断を早期に

行うことが困難な場合には，専門家による判断を殊更待つ必要はなく，個別事案に応

じて，一定程度その可能性が疑われると判断できた段階で規範第182条の3第2項

の対象として取り扱って差し支えない。

(3)特性への十分な配慮

精神に障害を有する被疑者に係る取調ぺ等の録音・録画の実施に際しては，規範第

168条の2 （精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項）の規定に基

づき，被疑者の特性を十分に理解し，適切な方法により取調べを行うこと。具体的に

は，取調べ時間，被疑者に対する発問方法や取調べ官の態度に配意するとともに，供述

の任意性，信用性等に疑念を抱かれないよう供述調書の作成方法等を工夫すること。

3 1及び2に該当しない場合の録音・録画

1及び2に該当しない場合の録音ざ録画については,個別の事案ごとに，被疑者の供述

状況,供述以外の証拠関係等を総合的に勘案しつつ,録音･録画を実施する必要性がその

ことに伴う弊害を上回ると判断されるときに実施することができる。

4録音・録画を実施する際の留意事項

(1)録音・録画を実施する事件の捜査主任官は， 当該事件の担当検察官と緊密に連絡を

とること。

（2）録音・録画の実施に際しては，被疑者に録音・録画をすることを告知すること。

（3）録音・録画を実施した際には，速やかに録音・録画状況報告書（規範別記様式第18

号）を作成すること。

5録音・録画記録媒体の取扱い

録音・録画記録媒体の保管・管理の具体的な方法等については別に定める。

6警察庁への報告

録音・録画を実施した場合には，警察庁に対し，実施状況の報告を行うこと。
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5－6法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「新たな刑事司法制度の構築に

ついての調査審溌の結果【案】」抜粋(2014年（平成26年)7月9日）

（1） 「取調べの録音・録画制度の導入｣
＋

q hーー■■■■■■1■■■■■■一一ー■■■一Ⅱ■■■ーーーーー■■■■■■■■■ー－1■■■－■■■一一ー一一ーーI■■■ー■■■－－1■■■1■■■■■■一一ー－－－ー1■■■ー，■■■1■■■'■■■一・■■■一一一ー1 Ⅱ｡ Dー4 pI■■■1 pI■■■一一一一､Ⅱ■

－1 次に掲げる事件については,検察官は,刑事訴訟法第322条第1項本文に規定する

書面であって被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの（被疑者として逮捕若し

くは勾留されている間に当該事件について同法第198条第1項の規定により行われ

た取調べ又は当該事件について同法第203条第1項，第204条第1項若しくは第

205条第1項（これらの規定を同法第211条及び第216条において準用する場

合を含む｡）の規定により与えられた弁解の機会（以下「取調べ等」という｡）に際して

作成されたものに限る｡）の取調べを請求した場合において，当該書面について同法第

326条の同意がされず,かつ，当該書面を同法第322条第1項の規定により証拠と

することができることについて被告人又は弁護人が異議を述べたときは， 当該承認が

任意にされたものであることを証明するため， 当該書面が作成された取調べ等の開始

から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を5により記録した記録

媒体（映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。以下同じ｡）の取調べ

を請求しなければならないものとする。

H死刑又は無期の懲役若しくは禁銅に当たる罪に係る事件

（二）裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって，故意の犯罪行為により被

害者を死亡させた罪に係るもの(Hに該当するものを除く。）

日司法警察員が送致又は送付した事件以外の事件(H又は口に該当するものを除く｡）

2 1の場合において,検察官が1の記録媒体の取調べを請求しないときは,裁判所は，

決定で， 1の書面の取調べの請求を却下しなければならないものとする。

3検察官，検察事務官又は司法警察職員において5Hから四までのいずれかに該当す

ることにより1の書面が作成された取調べ等の開始から終了に至るまでの間における

被告人の供述及びその状況を記録媒体に記録しなかったことその他やむを得ない事情

により， 1の記録媒体が存在しないときは， 1及び2は， これを適用しないものとす

る。

4 1から3までは，被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で取調べ等

における被告人の供述をその内容とするものについて， これを準用するものとする。

5検察官，検察事務官又は司法警察職員は, 1Hから日までに掲げる事件について，逮

捕若しくは勾留されている被疑者を刑事訴訟法第198条第1項の規定により取り調

べるとき又は被疑者に対し同法第203条第1項，第204条第1項若しくは第20
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5条第1項（これらの規定を同法第211条及び第216条において準用する場合を

含む｡）の規定により弁解の機会を与えるときは,次のいずれかに該当する場合を除き，

被疑者の供述及びその状況を記録媒体に記録しておかなければならないものとする。

H記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により，記録をすることが困

難であると認めるとき。

口被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により，記録をしたならば被疑

者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

日口に掲げるもののほか，犯罪の性質，関係者の言動，被疑者がその構成員である

団体の性格その他の事情に照らし，被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場

合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏

怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより，記録をしたな

らば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。

四口及び日に掲げるもののほか，当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第3条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員

による犯罪に係るものであると認めるとき。

二施行後一定期間経過後に基本構想及び本答申を踏まえて，録音・録画の実施状況につ

いて検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずる

旨の見直し規定を設けるものとする。
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(2) 「附帯事項」 （取調べの録音・録画制度に関する部分）
－－－－－－ －－■■■－1■■■ －一一一－－－－ーーず

取調べの録音・録画制度は，最も時間を費やして検討が行われた事項であり，基本構想に

おいて「刑事司法における事案の解明が不可欠であるとしても，そのための供述証拠の収

集が適正な手続の下で行われるべきことは言うまでもない｣， 「公判審理の充実化を図る観

点からも，公判廷に顕出される被疑者の捜査段階での供述が，適正な取調べを通じて収集

された任意性･信用性のあるものであることが明らかになるような制度とする必要がある」

旨の共通認識を確認した上で，更に検討が進められた。その結果として，検察等における

実務上の運用としての取組方針等をも併せ考慮した上で，制度としては，取調べの録音・

録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件を対象とすることとして， 「要綱(骨子)」

の「1」に掲げる法整備を行うべきとの結論に達したものである。そのため， 「要綱(骨子)」

の「1」において制度の対象とされていない取調べであっても，基本構想で確認された上

記共通認識を実現する観点から，実務上の運用において，可能な限り，幅広い範囲で録音・

録画がなされ，かつ，その記録媒体によって供述の任意性・信用性が明らかにされていく

ことを強く期待する。

取調べの録音・録画制度については,施行後一定期間を経過した段階で，その施行状況に

ついて検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとしている。その検討等は，基本構想及び本答申を踏まえて行われるべきである。ま

た，制度自体の運用状況だけでなく，検察等における実務上の運用としての録音・録画の

実施状況や公判における供述の任意性・信用性の立証状況も検討の対象として，客観的な

データに基づき，幅広い観点から分析・評価を行うことが重要である。見直し規定の条文

化の際には，検討の時期を具体的に定めた上で，上記のような趣旨を適切に盛り込むよう

検討すべきである。

さらに，取調べの録音・録画制度に関しては,性犯罪等の被害者等のプライバシー保護の

観点から一定の例外事由を設けるべきであるとの意見があったが，その保護は，証拠開示

の制限や公判廷における再生の制限等によって対処することが可能であるとの意見も多く，

そのような例外事由は掲げていない。もっとも，取調べの録音・録画制度の導入等により，

録音・録画の記録媒体が数多く作成されることとなることからも，少なくとも， 当該記録

媒体の取扱いに当たっての被害者等のプライバシー保護には十分な対応・配慮がなされな

ければならない。法務省，検察庁，警察庁，最高裁判所及び日本弁護士連合会においては，

性犯罪等の被疑者の取調べを録音・録画した記録媒体の適切な取扱いを確保するため，十

分な協議・検討を行い，所要の措置を講じるべきである。
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5－7東京高判平成28年8月10日（抜粋）

－ー－ーー－－－－ 一一■■■一－－－ー一

刑訴法上，供述証拠については，公判期日における供述によるのを原則とすることから

（刑訴法320条1項)， とりわけ裁判員の参加する刑事裁判の審理において，被告事件

に関する被告人の供述は，捜査段階で述べた内容を含め，被告人質問によって公判に顕出

するのが通例となっている。そして，被告人質問の実施後，公判前整理手続で請求された

被告人の供述調書等は，検察官において撤回するか，あるいは裁判所により却下される例

が多い。

本件では，前記のとおり，被告人質問の実施後，原審検察官は，本件記録媒体の取調べ

を求めたが，原裁判所により却下され，次いで，本件供述調書の取調べ請求を撤回したも

のである。

以上の経過， とりわけ，原審において，原審検察官が被告人質問によって本件自白の内

容を公判に顕出する上で特に障害があったと認めるべき事情はなく，被告人質問の結果，

実際に本件自白の概要が明らかになっていることに照らせば，本件証拠決定の理由のう

ち， 「3月18日の被告人の供述内容は，被告人の公判廷での供述から明らかになってい

る」 とする点は，合理的と認められる。

（中略）

なお，一般的に考えても， ：:性にいのある自白供工とそれ以外の征拠ヨある姑

三白供述の存在 正に及ぼす多 強さや虚偽自＝危険性を考慮し また，裁判が自

白に過度に依存し よれは 三＝の獲ｲ苛に ナた な取調べを助長するなどの

~〕Tと 冒白供述必 外の証拠による事実認定に留意し， 自白供述害もあるから,裁

過度に依存しナ 』｣断を心掛ける－とは合理的な裁過によるものということができ

る。そのような観点に照らしても，前記理由には，合理性が認められる。

（中略）

内心が表情や言動に表れる態様や程度には個人差があり，初対面の人物の櫃(しかし,）

性を直ちに識別することは通常蹄 唯であるか 公判廷における供述であっても裁哨弓

が，供述者の表情等から内心を判断するこ とが容 であるとはいえない。そして，供述態

断は，直感的で主観的なものとなる危険性があり度の評価に重きを置いた 壹匪 そ生の

断は ‐ ： よ検証を困 するも 、える力 供述の信::性半|｣断1-おい

けとなると考えられる。

しかも，本件で問題となるのは捜査機関の管理下で行われた取調べにおける被告人の供

述であるから，供述態度による信用性の判断は更に困難と考えられる。すなわち，公判廷
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りがある。それにもかかわらず， 収調べ中の供剣や態度存見ろと少が裁判1体に弓命し、印象

ことも考えられ 島合には1－信用性の慎重な評その 面に不適切な影響を及ぼすこととな

る可能性も否定できない と思われる。

したがって，公判廷における被告人質問（あるいは証人尋問）の際に，供述内容ととも

に供述態度を見て信用性を判断するからといって， lL ヨ根本的に．なる捜査機関鍵丑

工二亘里璽遡袋について，その際の供述態度を見て信用性を判断することの必要性，相当性

が当然に導かれるものではないし，前提が基本的に異なる公判供述と取調べにおける供述

について，供述態度を比較してそれぞれの信用性を判断すべきものともいえない。このこ

とは，裁判員の参加する手続であると否とで異ならないというべきであり，所論は，本件

証拠決定の合理性を何ら左右するものではない。

（中略）

以上のとおり，本件では，原裁判所に本件記録媒体を採用すべき法令上の義務は認めら

れず，被告人質問により本件自白の存在及びその概要が立証されている中で，原裁判所

が， さらに本件記録媒体により本件自白の内容を詳細に調べることや同記録媒体で再現さ

れる被告人の供述態度を見て供述の信用性を判断することの必要性，相当性は認め難い

が，それらの点に加え，原審検察官が，取調べ状況の録音録画記録媒体を実質証拠として

用いようとしたことについても考慮すべき点がある。

すなわち，刑訴法は，起訴前の勾留期間を10日間と定め，やむを得ない事由があると

認める場合に，検察官の請求により，その期間を最大10日間延長することができるとし

ており，その間，被疑者に対する取調べが重ねられるのが我が国の捜査の特徴である。我

が国では，そのような取調べの結果を要約した供述録取書が作成され，刑訴法322条1

項の書面として裁判で活用されてきたもので，そのことによって，捜査段階における供述
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の要点を公判に顕出することを可能としてきたものといえる。ただし，近時の裁判実務で

は，捜査段階における供述内容も被告人質問で公判に顕出するのが標準的になってきてい

ることは既に判示したとおりである。

また,さきに成立した刑事訴訟法等の=部を改正する法律(平成2-8年迭建第54号塁一

以下「改正法｣_という｡1は,裁判員の参加する裁判の対象となる事件等について奥_捜査

兄の録音録画記録媒体を作成することを義 付けているが，それ機関に被疑者の取調べ*

は,前記のような被疑者の取調べの実務の中で2被疑者に対する強制や圧迫等が生ずる弊

雪を防止するために入されたものであることは公知の事実 改正法の規定の構

なわち，改正法では，刑訴法322条1項に基づき請求すても明らかである。造からし

､'該字面が作成された取調べの録音 一日録媒体のいがあるときにる書面の任意性に孝

取調べを請求す量皇とが検察官に義務付けらｵKいる｡＝

ところが， 球媒悴、

､うよう な理由から，取調べ*供述内容と もに供辻態度を見て信:二 判断かできるとし

には，取調べ中の供述態度をとして一般的に用いた場合況の録音録画記録媒体を実質証拠

との困難性や危険性の問題を別としても,=我丞匡Q鐘壁萱囚璽調見て信用性評価を行う_皇

るI ハ判審理手続が捜査機関 ′ こおし前提べ制度やその運用の実情を と

行われた長時間にわたる被疑者の取調べを久一記録媒体の再生により視聴し，その適否を

という‘ず含：あり の 直接主義の原則から きく逸脱し査する手続と化

査から独立した手じとはいいい理の組みを適正な公判理手ということには疑

問がある。また，取調べ中の被疑者の供述態度を見て信用性を判断するために，証拠調べ

手続において，記録媒体の視聴に多大な時間と労力を費やすとすれば，客観的な証拠その

他の本来重視されるべき証拠の取調べと対比して，審理の在り方が，量的，質的にバラン

スを失したものとなる可能性も否定できず，改正法の背景にある社会的な要請，すなわち

凋書に過度に伽 あるとC

ないように思われる。
一

者の取調べ状況に関する録音録画記録媒体を実質証拠として用唖る_こしたがって，

しナ 』合の条件等については 半|｣審理←との許容性や仮にこれを許容丈旦と‐

ものと考えられる。なお，本件記録媒其堕

体は，起訴後における被告人の取調べに係るものであるが，直接主義の原則，公判手続の

質的に望査からの独立性，取調べに対する過度の依存の回避などの点におし》て なるも

のではないし，その取扱いが被疑者の取調べの録音録画記録媒体の取扱いにも波及し得る
、

である。彼疑者の取調 こ準
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5－8東京高判平成30年8月3日

－－1■■■ー一一一－－－■■■1■■■■■■－－ 一ー一－－－－－－一ﾛ■■■－－－ー 一

商標法違反（偽ブランド品の所持）の起訴後勾留中に，殺人の取調べ（余罪取調べ）が行

われた。その際警察官の取調べは，一切録音・録画されておらず，検察官の取調べは，当初

録音・録画されていなかったが，殺人の自白後について録音・録画がなされた。殺人での逮

捕後は，警察・検察官の取調べとも録音・録画された。

第1審では,検察官や警察官の証言のほか,録音録画記録媒体の一部を取調べ，そこでの

検察官の態度・被告人の供述態度等に基づき，捜査段階の自白の任意性を争った弁護人の

主張を排斥して，被告人の捜査段階の自白調書を証拠として採用した。なお，原裁判所は，

録音録画記録媒体の取調べは， 自白供述の信用性の補助証拠として採用したものとしてお

り，あくまで実質証拠とされたのは， 自白調書であった。そして宇都宮地裁平成28年4

月8日判決は，客観的事実（情況証拠）のみからは，被告人が犯人である蓋然性が相当に高

いとはいえるものの，被告人の犯人性を認定することはできないが， これと自白を併せる

ことにより，被告人の犯人性が認められるとした。

第2審東京高裁（平成30年8月3日判決）は，原判決が， 自白供述の信用性の補助証拠

として録音録画記録媒体を採用して事実認定をしたことには訴訟手続の法令違反があるな

どとして,破棄を免れないとしつつ,情況証拠によって認められる間接事実を総合すれば，

被告人が殺害犯人であることは，合理的な疑いを差し挟む余地なく認められるとして，予

備的に追加された訴因について， 自判の上被告人に無期懲役を言い渡した。

論点は多岐にわたるが，高裁判決のうち，録音録画記録媒体の採用についての判断は概

ね以下のとおりである。
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』「被告人が殺害犯人であると認められるかどうかということと， 自らが殺害犯人である

ことを認める被告人の供述が信用できるかということとの違いは紙一重であり，両者の境

界は極めて暖昧である。 しかも，取調べの録音録画記録媒体を証拠として取り調べるとい

うことは，被告人が供述する内容そのものを，その供述する姿，音声と共に視聴するとい

うことにほかならない。そうすると，亜調垈＠錠萱録画記録媒体につ1K些皇型を実質証

拠とせず，信用性の補助証拠に限定し,実体判断は供述調書によると法的に整理したとし
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実際の 多 程や内容 毛録媒体を実 ‐今
：勺に異な口

と考えられる。すなわち，原審におけるように，同記録媒らないものとなる可能性がある

体を視聴する証拠調べを行い，その後に供述調書の朗読を聴く手続によれば，裁判体は，

同記録媒体の視聴によって， 自白供述がされた取調べにおける被告人の供述内容を認識し，

同時に，その際の被告人の供述態度等から供述の信用性を判断することとなり，現実の心

｝

I
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証形成は，上記記録媒体の視聴により直接的に行われることになるものと思われる（もっ

とも，その後に朗読される供述調書に録取された供述内容が，記録媒体で再現された取調

べにおける供述の内容と乖離しているような場合には，供述調書の信用性は認められない

ことになると考えられる｡)。また， 自白供述がされた取調べ以外の場面については，上記

のような構造とはならないが，その場面における被告人の様子も供述態度の一環あるいは

供述経過を示すものとして， 自白供述をする際の様子と合わせ，被告人の犯人性に関する

合にっては， ‐る態度によって被告人に不禾1．心証形成につながる可能性があり，

益な事実を推認することと類似した心証形成となる危険性もある と考えられる」 「以上のと

おり，取調べの録音録画記録媒体を信用性の補助証拠とした場合，それを実質証拠とする

のと実際の心証形成は異ならないものとなる可能性があり，また，採用する範囲をよく吟

味しなければ，本来は判断材料とすることの相当性を慎重に考えるべき場面や事柄から心

証形成が行われる危険性もあると考えられる。本件各記録媒体は，全体として膨大な量で

ある取調べの録音録画記録媒体の中から，各原審当事者に，供述の任意性又は信用性に関

わると考える箇所を自由に抽出させ，ただ，公判審理において取り調べることが可能な一

定の時間内に収まるように調整の上で編集させたものであり， このような証拠に基づき，

原裁判所は，供述の任意性と信用性を一体的に判断したものである。したがって，その再

生により再現される取調べ状況全体の中から，何をもって自白供述の信用性を判断するか

ということは，各原審当事者によって，何らコントロールされておらず，本件各記録媒体

で再現される事柄である限り，取調官に対して沈黙する際の表情なども含め，取調べ中に

おける被告人の様子は，全て本件自白供述の信用性に関する心証形成の材料になり得たも

のと考えられる。そうすると，蕊豈人璽墾人進墾全息重逸量呈上_童盆璽昌眞童進謹ムー裏

0

I

される被告人の の供述態度を視聴した原審の裁判目及び裁半員は件各記録媒体で再現

再現される全体的な内容のどこからでも， どのよ うにでも自由に，殺害犯人であることを

自認する本件自白供述の信用性，言い掴 えれば 被告人が殺害犯人であると認められるか

どうかということについて，直接的に心証形成を行う可能性があったものといえ，そのよ

うな心証形成が合理的なものであるかどうかを事後的に検証することは困難と思われる。

な審理の在り方は 取調への、音録画を実質証拠と しなしと整理しナ こ整合このよう

二i二ゑ迫囚重健進上』L≦‘_適至塞臺睾認産璽壬逓と典kょk灘上上。したがって,本来奥厘裁判駈に

莨審検察 犯行状況を立証するためI育求されナ ；F”ﾎｨべのｮ音録画おいては

人の証拠意見を聴いて，証拠能力の判断をすべきであったといわ媒体I

なければならない。そして，仮に証拠能力が認められると判断した場合には，さらに，請求

済みの本件倖､ポ調書に加え ‐B録媒一を実 冬とまる必 烹審検察について，

宮』量釈明を求めるなどしてL斑思の必要性と担当性を吟畦づ三垈鬘ことになる。その結果，

実質証拠として採用する必要性，相当性が認められないと判断したときに，検察官が， さ
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こ'，調べの録音録画記録媒体を，本件自白供述のイロ用性を立証するための補助証拠とし

て請求して Lとすれば初めてその適否を判断すへきことになるのであって裁

一 コも調停案てあるかの こして弁護人に異論のある実質証拠とする代わりに信

用性の描助証処と堂堂里とを提案並遣筋合処ではなかつ左ものといわざるを得ない。ま

こ信:二 の補助証拠と ‐青求がされプ こは 共述の

うとするのかを具体的に主用性I のよ 録媒体で1L回正しよ

それに対する相 見を聴取しその事柄を ”･媒体て・・ して本

‐－“ハのｲ日:： ニニ 、るこ 適否を検胃＝ ■■ である。その際には，前記のよべき

り調べることによって実体的な心証形成が直接的に導かれる可能性該記録媒体を取うに当

があることや，沈黙する被告人の様子など実体判断に用いることに適さなし1事柄で実際①

心証形成ｶﾐ行むれる危瞳性もある_里と垂ど＠問題虚も考慮する必要がある。その上で，供

述の裏付けとなる客観的な証拠等，我が国において， これまで自白供述の信用性判断の資

料とされてきたものの外に，新たに取調べの録音録画記録媒体を信用性の補助証拠として

採用することの具体的な必要性や相当性が認められるのかどうかについて，事案の証拠構

造等も踏まえ，慎重に吟味し，採用の適否を判断すべきであったものと考えられる。

そもそも，取調べの録音録画記録媒体は，被疑者の取調べ状況を映像と音声により機械

的に記録したものであるから， これを証拠として取り調べることによって，暴行，脅迫そ

の他の手段による供述の強要，偽計的な取調べ，過度に誘導的な取調べ等がされたかどう

かということを，事後的に確認することができるものである。したがって，そのような不

当な被疑者取調べが行われるのを防止することが期待できるし，供述の任意性に争いがあ

る場合には，録音録画記録媒体を取り調べることによって，任意性に疑いを生じるような

取調べがあったかどうかを明らかにすることができる。 さきに行われた刑訴法の一部改正

は 計疋の内容や取調べ ”s 制度イ ヨ検討されプ 緯にらせぱ のよ

取調べの適正化を図るために行われたものと理：みに 国における被疑

解される。

の録音目『 本により，被疑者取調べの外形的な状況が明らかにな他方，

癖に り映し出されるわIﾛョ よい 己録媒

により再現される取調べ中の被告人の様子を見て， 自白供述の信用性を判断しようとする

ことには強い疑間がある。すなわち，原判決の内容からもうかがわれるように，取調べの

録音録画記録媒で再現される取調べ状況等を見て行う信用性の判断は，被告人の自白供述

が自発的なものと認められるかどうか， というような単純な観点から結論を導くことにつ

ながる危険性があるものと思われる。この危険性は，特に，任意性と信用性を同時に審査

する場合に高まる可能性があると考えられるが， 三 こ不禾|｣益な虚偽の供述を 契機と

しては様々なものが想定できるのであるから ﾇーベ況をみて取調目に 強b
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沢一的な判断をすることは,_単純素ﾎﾄに自発的な@ 述かとしった二茎とた供述

過ぎるものといえる。 とりわけ，後に本件自白供述の信用性に関する箇所で判示するよう

に， 自発的であっても虚偽供述の可能性があることが，見落される危険性がある。

我が国における被疑者取調べの制度及び運用の下で，虚偽の自白がされる場合があるこ

とは， これまでの経験が示すところであるが，それにもかかわらず，捜査段階の自白供述

は,その証明力が実際以上に強いものと評価される危険性があるものである。したがって，

卜

供述が強いられたものでないことは当然の前提その
1

言や他の証初Lとの轌合件等． 穿 ﾖl豚払密の

升せ多角［容の合理 日1チ

距離を保って里冷静に熟慮すること迩旺要と思われる。 ところが，被疑者取調べの録音録

画記録媒体を見て行う供述の信用性の評価は，前記のように供述が自発的なものかどうか

という観点を出ない判断となる可能性があるし，それ以上の検討が行われるとしても，皇

柄を拘束された状態での被疑者取調べという特殊な環境下でされる自白供述について､こ

れに過度に密着した形で,_映像と音声をもって再現される取調べ中の被告人の様子を視聴

I断者の主観にようかなどというえるかど真実を述べているよ うに屍することにより
＃

り左右される，印象に基づく直観的な判断となる可能性が否定できず,上記のよ うな熟鰯

のではないかとの懸念が否定できない。後に判示

するとおり，本件自白供述の信用性に関する原判決の判断には多くの問題が認められるが，

本件各記録媒体を用いて実体的な判断を行ったことは，その誤りを生じた要因の一つと考

えられる｡」

「以上のように多くの考慮すべき事柄があるにもかかわらす，疑問のある手続経過によ

って，本件各記録媒体を供述の信用性の補助証拠として採用し，再現された被告人の供述

態度等から直接的に被告人の犯人性に関する事実認定を行った原判決には刑訴法317条

の違反が認められ」る。

VP

リ
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第6改正刑訴法に関する文書
6－1 「刑事訴訟法等が改正されました」 (2016年（平成28年) 6月。日本弁護士連合会作成）

刑事訴訟法等が改正されました
’刑'事訴肩溌去等酌瀝'内容 ･施綜時期一覧

施行時期

内容 施行時期公布 項目 ページ

･逃亡又は罪証隠滅のおそれの程度
･身体拘束の継続により被告人が受ける
健康上､経済上､社会生活上､防御の準
備上の不利益の程度､その他の事情

裁量保釈判断に当たっての
考慮事情の明文化

2016年6月23日 1
20日

経過後
一一一 一宇一■ ■画一=－－－－－

公判廷に提出される
証拠の真正担保の方策等I

証拠隠滅等の罪の法定刑の引上げ 2016年6月23日 1

－

｡証拠の一覧表の交付制度
･公判前整理手続等の請求権の付与
，類型証拠開示の対象の拡大

証拠開示制度の拡充 2016年12月まで

－－－ Ⅱ■■■

2016年12月まで

1

－ー

2弁護人による援助の充実化I 弁護人の選任に係る事項の教示義務

2016年12月まで通信傍受の合理化画効率化I 対象犯罪の拡大 2

6月以内

犯罪被害者等･証人の
保護方策の拡充I

･証人の氏名･住居の開示に係る措置
6公判廷での証人の氏名等の秘匿措置

2016年12月まで 2

公判廷に提出される
証拠の真正担保の方策等Ⅱ

証人の勾引要件の緩和 2016年12月まで ２
’
２自白事件の簡易迅速な

処理のための方策
公訴取消し後の再起訴制限の緩和 2016年12月まで

－－

’ 弁護人による援助の充実化Ⅱ

協議･合意制度(司法取引)等の
導入

被疑者国選弁護制度の拡大 2018年6月まで 3

匿詞
･捜査･公判協力型協議｡合意制度
･刑事免責制度

2018年6月まで 3

2018年6月まで
犯罪被害者等･証人の
保護方策の拡充Ⅱ

ビデオリンク方式による証人尋問の拡大 3

| ’ ．【対象】
○裁判員裁判対象事件
○検察独自捜査事件
･例外事由
･証拠調べ請求義務
･実施状況の検討義務(3年後）

取調べの全過程の
録音録画制度の導入

2019年6月まで 1

■■■I■
通信傍受の合理化｡効率化Ⅱ 暗号技術を利用した特定装置の導入 2019年6月まで 3

■

[毒薑］
すべての改正規定について､施行後3年を経過した場合､その規定の施行状況について検討し､必要が
あると認めるとき､所要の措置を講ずる。

製柵日本弁護士連合会
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2016年5月24日「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立しました。改正法は、施行時期が4
段階に分けられ、早いもので公布の日から20日経過後、遅いもので3年以内とされています。ここでは
まず、取調べの全渦程の録音・録画制度を紹介し、その他の改正項目は施行日の早い順に紹介します。
－

■

公布の日から起算して3年以内に施行される制度
し取調べの全過程の録音録画制度の導入 ■

I

〃
Fｰ ■

起算して20日を経過した臼に施行される制度
■裁量保釈判断に当たっての考慮事情の明文化
竺一

して、 「裁量保釈判断に当たっての考慮事情と 況された場合に被告

全麓圭塞曇響簔 ’隠滅するおそれ 告人が受ける健康上、

」と明記されました。
」

1
1 (改正刑訴法第90条） －■■■■
公判廷に提出される証拠の真正担保の方策等,－証拠隠滅等の罪の法定刑の引上げ等

■■以下の罪について、法定刑が引き上げられました。
①証人不出頭・宣誓拒絶等の罪（改正刑訴法第151条､第161条）

②犯人蔵匿等の罪、証拠隠滅等の罪及び証人等威迫の罪（改正刑法第103条､104条､第105条の2)

③組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等の罪（改正組織犯罪処罰法第7条第1項第1号～第3号）

。

可 P

司 ■

公布の日から起算してeか月以内に施行される制度
加目目号壽嗜 伝蔭りり荊雨帝

(1)公判前整理手続等における証拠の一覧表の交付制度
検察官は、検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁 人から請求があったときは、速や

一

一

一

一

を交付しなければなりませんかに検察官が保管
一
一
一
一 Lの一臂 0

（改正刑訴法第316条の14第2項～第4項、第316条の28第2項）

(2)公判前整理手続等の請求権

検察官、被告人及び弁護人に、公判前整理手続及び期日間整理手続の請求権が認められ
ました。 （同法第316条の2第1項､第316条の28第1項）

(3)類型証拠開示の対象の拡大
類型証拠開示の対象として、以下のとおり追加されました。
①共犯者間の身体拘束中の取調べについての取調べ状況等報告書
②検察官が証拠調べ請求した証拠物に係る差押調書・領置調書

③検察官が類型証拠として開示すべき証拠物に係る差押調書。領置調書
（同法第316条の15第1項第8号・第9号、第2項） 1

到L，
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○裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件で身体拘束中の被疑者取調べについては録

音・録画義務を認め、機器の故障や被疑者による拒否など一定の例外事由を除き、全過程の
録音・録画が行われます。 （改正刑訴法第301条の2第4項）

○検察官は、対象事件に係る被疑者調書として作成された被告人の供述調書の任意性が争わ
れたときは、当該調書が作成された取調べ等における被告人の供述及びその状況を録音。録
画した記録媒体の証拠調べを請求しなければなりません。 （同第1項）

上記対象事件以外の取調べの録音･録画について､最高検察庁は､2014年6月16日付依命通知(※)を発
しています｡改正法及び本依命通知を前提として､捜査機関に対し全過程の録音・録画を申し入れることが必
須の弁護活動になります｡(詳細は日弁連会員専用ホームページ｢取調べ対応･弁護実践マニュアル｣にある同依命
通知を御参照ください｡）

※同

本
依命
格実
通知により20
施・拭行を行っ

実施

障害によ
･精神障害等に

14

てい

年10月から、上記対象事件以外にも

ます

りコミュニケーション能力に問題がある被疑者に係る事件
より責任能力の減退･喪失が疑われる被疑者に係る事件

里 一一

■試行対象公判請求が見
○身体拘束された被疑者

込まれる事件

･事案の内容や証拠関係に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの
･取調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるもの
O被害者･参考人(在宅の被疑者や共犯者を含む）
･供述が立証の中核になるもの

会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事’ 奇を考慮



■
公布の日から起算してeか月以内に施行される制度

岳 弁護人による援助の充実化'一弁護人の選任に係る事項の教示義務 b
司法警察員。検察官・裁判官等は、身体を拘束されている被疑者・被告人に弁護人選任権を
告知するに当たり、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して選任を申し出ることができる
旨及び申 なければなりません。

(改正刑訴法第76条、第77条、第203条第3項､第204条第2項､第207条第3項）

一

÷

一 一一一－

し 昼，
I

し
Ｌ
４公判廷に提出される証拠の真正担保の方策等Ⅱ一証人の勾引要件の緩和

従前の「召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することがで
きる」を「 正当な理由がなく、 き、又は応じないおそれがあると

一

一

一

正人が、Ⅱゾ、〃J‐ 召喚Iこ応じないとｲ

、

｜
きは、その証人を勾引することができる」 とし、勾引要件が緩和されました。

（改正刑訴法第152条）

宮白事件の簡易迅速な処理のための方策 伝
執行猶予が見込まれる自白事件については、一定の証拠だけで公訴提起を行いますが、被告
人が否認に転じるなどしたため即決裁判手続の申立てを却下する決定があった事件について、
当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消し
による公訴棄却の決定が確定したときは、同一事件について更に公訴を提起することができ

ます。 （改正刑訴法第350条の26､協議･合意制度が施行されるまでは同法第350条の12）
－－2－F

伝
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従来は「数人の共謀」と「補充性」 （他に方法がないこと）を要件として、銃器犯罪、薬物
犯罪、集団密航、組織的殺人の4罪種の傍受令状の発付を認めていましたが、これに以下の

犯罪が追加されました。 （改正通信傍受法第3条､第14条､別表第二）

①現住建造物等放火関係②殺傷犯等関係 ③逮捕・監禁・略取・誘拐関係
④窃盗・強盗関係 ⑤詐欺・恐喝関係⑥爆発物の使用関係⑦児童ポルノ関係

なお、新しく加えられた犯罪の傍受令状の発付には、 「数人の共謀」と「補充性」の要件の
ほかに、当該犯罪が「あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により

行われるものに限る」という組織要件が加わりました。 （同法第3条第1項第1号～第3号）

(1)証人の氏名。住居の開示に係る措置
検察官が証人等の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合等において、

①その証人等又はその親族に対し、身体・財産への加害行為又は畏怖・困惑行為がなされ
るおそれがあるときは、弁護人には氏名・住居を知る機会を与えた上で、これを被告人に
は知らせてはならない旨の条件が付されました。

②前記の行為を防止できないおそれがあると認めるとき、その証人等の氏名又は住居を知

る機会を与えないで、これらに代わる呼称及び連絡先を知る機会を与える措置が導入され
ました。
の有無を

※ただし、証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係
確かめることができなくなるとき、その他の被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれ

がある場合はこの限りではありません。 （改正刑訴法第299条の4,第299条の5､第299条の6）

(2)公判廷での証人の氏名等の秘匿措置

裁判所は、一定の場合に、証人等から申出があるときは、検察官及び被告人または弁護
人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項（氏名及び住所その他）を公開の
法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます㈲

(同法第290条の3,第291条第3項､第295条第4項）



の犯罪とは、一定の財政経済関係犯罪及び薬物銃器犯罪並びに公務の執行を妨害する罪な
どです。
(改正刑訴法第350条の2第1項､第2項、第350条の3）
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公布の臼から起算して3年以内に施行される制度
可

抄通信傍受の合理化･効率化Ⅱ一暗号技術を利用した特定装置の導入 』

従来は捜査機関が通信事業者に出向き、通信管理者等の常時立会いの下で傍受し、傍受した
通話記録媒体に立会人が封印して、その一つを傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所
の裁判官に提出するという手続が採られていました。今回の改正では、傍受した通信や傍受
の経過を自動的に記録し、これを即時に暗号化する装置を用いることで、通信管理者等の立
会い“封印を不要とし、通信内容の聴取等をリアルタイムで行う傍受と、その聴取等を事後
的に行う傍受が可能となりました。

（改正通信傍受法第2条第4項～第6項､第4条以下､一時保存による傍受に立会人が不要となることにつき同
法第20条第1項､特定電子計算機を用いる傍受に立会人が不要となることにつき同法第23条第1項）

3

P可
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’犯罪被害者等･証人の保巖
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6－2改正刑訴法（抜粋) (301条の2,附則9条）
■■■一一一一一ー－－－－－－－－－－－－－－－ー■■■一

（取調べの録音・録画）

第三百一条の二次に掲げる事件については，検察官は，第三百二十二条第一項の規定に

より証拠とすることができる書面であって， 当該事件についての第百九十八条第一項の

規定による取調べ（逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同

じ。 ）又は第二百三条第一項，第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項（第二百十一

条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同

じ。 ）の弁解の機会に際して作成され，かつ，被告人に不利益な事実の承認を内容とする

ものの取調べを請求した場合において，被告人又は弁護人が，その取調べの請求に関し，

その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは，

その承認が任意にされたものであることを証明するため， 当該書面が作成された取調べ

又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第

四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし，同項

各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかったことその

他やむを得ない事情によって当該記録媒体が存在しないときは， この限りでない。

一死刑又は無期の懲役若しくは禁銅に当たる罪に係る事件

二短期一年以上の有期の懲役又は禁銅に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害

者を死亡させたものに係る事件

三司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件（前二号に掲げるものを除く。 ）

2検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないとき

は，裁判所は，決定で，同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。

3前二項の規定は，第一項各号に掲げる事件について，第三百二十四条第一項において

準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の

供述であって， 当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百

三条第一項，第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた

被告人の供述（被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。 ）をその内容と

するものを証拠とすることに関し，被告人又は弁護人が，その承認が任意にされたもの

でない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する｡

4検察官又は検察事務官は，第一項各号に掲げる事件（同項第三号に掲げる事件のうち，

関連する事件が送致され又は送付されているものであって,司法警察員が現に捜査して

いることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるも

のを除く。 ）について，逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規
、

Ｈ

１

・

日

，

守

Ｉ

Ｊ

Ｏ
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1

定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項

（第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 ）の規

定により弁解の機会を与えるときは，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，被疑

者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておか

なければならない。司法警察職員が，第一項第一号又は第二号に掲げる事件について，

逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき

又は被疑者に対し第二百三条第一項（第二百十一条及び第二百十六条において準用する

場合を含む。 ）の規定により弁解の機会を与えるときも，同様とする。

一記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により，記録をすることができ

ないとき。

二被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により，記録をしたならば被疑者

が十分な供述をすることができないと認めるとき。

三当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十

七号）第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による

犯罪に係るものであると認めるとき。

四前二号に掲げるもののほか，犯罪の性質，関係者の言動，被疑者がその構成員であ

る団体の性格その他の事情に照らし，被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場

合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖

させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより，記録をしたならば

被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
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附則〔平成二八年六月三日法律第五四号抄〕

（検討）

第九条政府は，取調べの録音・録画等（取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録

音及び録画の方法により記録媒体に記録し，並びにこれを立証の用に供することをいう。

以下この条において同じ。 ）が，被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な

立証を担保するものであるとともに，取調べの適正な実施に資することを踏まえ， この

法律の施行後三年を経過した場合において，取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し，

取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に

留意しつつ，取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え，必要が

あると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする｡

2前項に定めるもののほか，政府は， この法律の施行後三年を経過した場合において，

この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え，必要があると認めると

きは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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3政府は， この法律の公布後，必要に応じ,速やかに，再審請求審における証拠の開示，
" ﾛ

起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置，証人等の刑事手続外における保護に

係る措置等について検討を行うものとする。
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6－3衆議院法務委員会附帯決醗(2015年（平成27年) 8月5日）

－－一一－一ー一一－ －－－－－－－－

I

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

I

平成27年8月5日

衆議院法務委員会『
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政府及び最高裁判所は，本法が度重なるえん罪事件への反省を踏まえて重ねられた議論

に基づくものであることに鑑み，その施行に当たり，次の事項について格段の配慮をすべ

きである。

一検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は，取調べ等の録音・録画に係る記録媒体

が供述が任意になされたものかどうか判断するための最も重要な証拠となり得ること及

び取調べ等の録音・録画が取調べの適正な実施に資することに鑑み，刑事訴訟法第三百

一条の二第四項の規定により被疑者の供述及びその状況を記録しておかなければならな

い場合以外の場合（被疑者以外の者の取調べに係る場合を含む｡）であっても，取調べ

等の録音・録画を，人的・物的負担，関係者のプライバシー等にも留意しつつ，できる

限り行うように努めること。

二保釈に係る判断に当たっては，被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又

は黙秘していることのほか，検察官請求証拠について刑事訴訟法第三百二十六条の同意

をしないことについて， これらを過度に評価して，不当に不利益な扱いをすることとな

らないよう留意するなど，本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。

三再審が無事（こ）の救済のための制度であることを踏まえ，証拠開示の運用，刑事訴

訟法第四百四十五条の事実の取調べの在り方をめぐる今国会の審議の状況の周知に努め

ること。

四通信事業者等の立会いがないため同時進行的な外形的チェック機能が働かないことを

踏まえ，特定電子計算機を用いる傍受の実施において，該当性判断のための傍受又は再

生を行うに当たっては，通信の秘密及びプライバシーの保護に十分に留意して，厳正に

実施すること。

五適正に通信傍受が実施されていることについての説明責任を果たすため，客観的に通

信傍受の実施状況を検証するための方法について検討すること。

六捜査に必要な機器等の費用は捜査機関が負担することが基本であることに鑑み，通信

傍受に必要な機器等の整備に係る通信事業者の負担軽減に十分な配慮を行うこと。
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七証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の実施に関し，検察官は，合意をする

ため必要な協議に際しては， 自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点を

も踏まえつつ， 日時，場所，協議の相手方及び協議の概要に係る記録を作成するととも

に， 当該合意に係る他人の刑事事件及び当該合意の当事者である被告人の事件の公判が

終わるまでの間は，作成した記録を保管すること。
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1

6－4参露院法務委員会附帯決譲(2016年（平成28年) 5月19日）
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刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成28年5月19日
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政府及び最高裁判所は，本法が度重なるえん罪事件への反省を踏まえて重ねられた議論

に基づくものであることに鑑み，その施行に当たり，次の事項について格段の配慮をすべ

きである。

一検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は，取調べ等の録音・録画に係る記録媒体

が供述が任意になされたものかどうか判断するための最も重要な証拠となり得ること及

び取調べ等の録音・録画が取調べの適正な実施に資することに鑑み，刑事訴訟法第三百

一条の二第四項の規定により被疑者の供述及びその状況を記録しておかなければならな

い場合以外の場合（別件逮捕による起訴後における取調べ等逮捕又は勾留されている

被疑者以外の者の取調べに係る場合を含む） であっても，取調べ等の録音・録画を，

人的。 ・物的負担，関係者のプライバシー等にも留意しつつ，できる限り行うように努

めること。

二保釈に係る判断に当たっては，被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又

は黙秘していることのほか，検察官請求証拠について刑事訴訟法第三百二十六条の同意

をしないことについて， これらを過度に評価して，不当に不利益な扱いをすることとな

らないよう留意するなど，本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。

三再審が無事の救済のための制度であることを踏まえ，証拠開示の運用，刑事訴訟法第

四百四十五条の事実の取調べの在り方をめぐる国会の審議の状況の周知に努めること。

四特定電子計算機を用いる傍受の実施においては通信事業者等の立会いがなくなること

から，同時進行的な外形的チェック機能を働かせるため，通信傍受の対象となっている

犯罪の捜査に従事していない検察官又は司法警察員を立ち会わせること。また，該当性

判断のための傍受又は再生を行うに当たっては，特に通信の秘密及びプライバシーの保

護に十分に留意して，厳正に実施すること。

五適正に通信傍受が実施されていることについての説明責任を果たすため，客観的に通

信傍受の実施状況を検証するための方法について検討すること。

六捜査に必要な機器等の費用は捜査機関が負担することが基本であることに鑑み，通信
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傍受に必要な機器等の整備に係る通信事業者の負担軽減に十分な配慮を行うこと。

七証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の実施に関し，検察官は，合意をする

ため必要な協議に際しては， 自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点を

も踏まえつつ， 日時，場所，協議の相手方及び協議の概要に係る記録を作成するととも

に， 当該合意に係る他人の刑事事件及び当該合意の当事者である被告人の事件の公判が

終わるまでの間は，作成した記録を保管すること。
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